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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

売上高 (千円) ― 1,890,5522,422,8512,124,460 ─

経常損失 (千円) ― 153,494 55,451 73,460 ─

当期純損失 (千円) ― 161,029 194,422 296,945 ─

純資産額 (千円) ― 947,010 788,812 485,619 ─

総資産額 (千円) ― 1,249,3431,306,1741,311,884 ─

１株当たり純資産額 (円) ― 117,699.5896,569.7158,851.28 ─

１株当たり当期純損失 (円) ― 20,051.0024,083.0636,718.86 ─

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ─ ─

自己資本比率 (％) ― 75.8 59.8 36.3 ─

自己資本利益率 (％) ― ― ― ─ ─

株価収益率 (倍) ― ― ― ─ ─

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― △207,760△10,796 △65,673 ─

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― 156,084△26,689 △30,849 　

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― △2,973 96,222△108,050 ─

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) ― 475,285 536,167 331,593 ─

従業員数
(外、平均臨時
雇用者数)

(人)
―

(―)

81

(14)

106

(15)

99

(16)

 

(─)

(注) １　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　第14期及び第18期は、連結子会社がないため、連結財務諸表を作成しておりません。

３　第15期,第16期及び第17期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、１株当たり当期純損失が計上され

ているため、記載しておりません。

４　第15期、第16期及び第17期の自己資本利益率及び株価収益率は、当期純損失を計上しているため記載して

おりません。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

売上高 (千円) 2,108,2481,784,3162,107,0361,754,8031,503,221

経常損失 (千円) 10,577 139,392 68,417 108,188 497,105

当期純損失 (千円) 14,157 146,685 207,280 317,2891,518,919

持分法を適用した場合
の投資利益

(千円) ― ― ― ─ ─

資本金 (千円) 439,408 441,990 444,336 444,3361,102,562

発行済株式総数 (株) 8,002 8,046 8,087 8,087 60,488

純資産額 (千円) 1,127,768961,354 790,298 466,761 254,958

総資産額 (千円) 1,533,9141,233,3991,258,0551,237,0751,051,970

１株当たり純資産額 (円) 140,935.81119,482.2996,753.4556,519.404,209.20

１株当たり配当額
(うち１株当たり
中間配当額)

(円)

(円)

1,000.00

(―)

1,000.00

(―)

1,000.00

(―)

─

(─)

─

(─)

１株当たり当期純損失 (円) 1,769.7418,264.9625,675.7539,234.4873,395.46

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ─ ─

自己資本比率 (％) 73.5 77.9 62.2 36.9 　

自己資本利益率 (％) ― ― ― ─ ─

株価収益率 (倍) ― ― ― ─ ─

配当性向 (％) ― ― ― ─ ─

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △75,790 ― ― ─ △377,254

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △27,244 ― ― ─ △1,114,200

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △19,609 ― ― ─ 1,340,136

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 502,081 ― ― ─ 78,483

従業員数
(外、平均臨時
雇用者数)

(人)
27

(12)

26

(14)

27

(15)

23

(16)

34

(6)

(注) １　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　第15期、第16期及び第17期の持分法を適用した場合の投資利益については、連結財務諸表を作成しております

ので記載しておりません。また第14期及び第18期は関連会社がないため記載しておりません。

３　第14期、第15期、第16期、第17期及び第18期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、１株当たり当期純損失

が計上されているため記載しておりません。

４　第14期、第15期、第16期及び第17期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向は、当期純損失を計上している

ため記載しておりません。

５　第15期、第16期及び第17期は連結財務諸表を作成しておりますので、当該期間にかかる営業活動によるキャッ

シュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー並びに現金及び現金

同等物の期末残高は記載しておりません。
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２ 【沿革】

　

年月 沿革

平成３年６月 コンピュータソフトウエアの企画・開発・販売及び輸出入を目的として、東京都渋谷区に資本金
200,000千円をもって株式会社フォーバルクリエーティブを設立

平成４年３月 ※１TCP/IPセミナーの日本初開催により、日本におけるTCP/IPのリーディングカンパニーとなる

平成６年12月 (イスラエル)チェックポイント社のファイアウォールソフト「FireWall-１」国内販売

平成８年８月 本店を東京都文京区に移転

平成10年６月 本店を東京都渋谷区に移転
(フィンランド)ストーンソフト社のファイアウォール二重化・バックアップソフト
「StoneBeat」国内販売

平成10年12月 (イスラエル)チェックポイント社のファイアウォール機能搭載の専用ハードウエア「VPN-１
Appliance」国内販売

平成11年３月 (英国)コンテント社（現クリアスウィフト社）の情報内容管理コンテンツセキュリティソフト
「MIMEsweeper」国内販売

平成11年６月 (米国)ウェブセンス社のインターネットアクセス管理ソフト「WebSENSE」国内販売

平成11年８月 FireWall-１技術者養成コースを新設し、教育事業を開始

平成13年２月 (英国)ソフォス社のウイルス対策ソフト「Sophos Anti-Virus」国内販売

平成13年12月 株式会社大阪証券取引所ナスダック・ジャパン(現ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレ
ス」)市場上場。

平成14年10月 (米国)フォーティネット社の統合セキュリティ装置「FortiGate」国内販売

平成16年２月※２FCSCサービス提供を開始

平成17年５月 本店を東京都世田谷区に移転

平成17年６月 東京都世田谷区に子会社「株式会社クリエーティブソリューションズ」を設立

平成18年12月 ※３FCトータル セキュアオフィスサービス提供を開始

平成19年２月 （イスラエル）チェックポイント社の統合脅威管理アプライアンス「UTM-1」国内販売

平成19年６月 （国内）オレンジソフト社のメール添付ファイル暗号化アプライアンス
「Brodieae safeAttach」国内販売

平成20年２月 本店を東京都品川区に移転

平成20年10月 会社名をインスパイアー株式会社に商号変更

平成20年11月 本店を東京都港区に移転

平成21年２月 臍帯血低温保管事業を推進する、つくばマネイジメント社と資本・業務提携契約を締結

平成21年３月 資本金を1,116,738千円に増資

※１　TCP/IP：Transmission Control Protocol/Internet Protocolの略。ネットワークプロトコルのひとつ。プロトコ

ルとはコンピュータ同士のデータ通信の際の規約、約束事であり、そのプロトコルで最も普及しているのが

TCP/IPであります。

※２　FCSCサービス：当社独自のコンテンツ・セキュリティセンターによるアンチウイルスサービス。

※３　FCトータル セキュアオフィスサービス：当社が開発した内的要因と外的要因へのセキュリティ対策に加え、

セキュリティ診断を組み合わせた包括的なセキュリティサービス。
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３ 【事業の内容】

　当社はITセキュリティに関連する商品の輸入・販売を行うプロダクトセールス事業、当該商品にかかる保守

サポートを行うサポートサービス事業、セキュリティに関連したマネージドサービス、コンサルティング、導

入設置、教育、ネットワーク技術者派遣などのサービスを行うプロフェッショナルサービス事業を中心に、総

合ITセキュリティサービスベンダーとして商品提供からサービス及びソリューションを提供することを事業

内容としております。
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４ 【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

　

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成21年３月31日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

34(6) 38.5 3.2 7,130

(注) １　従業員は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を(　)外数で記載しております。

２　中途採用者については、支給実績に基づいて年間給与に換算しております。

３　年俸制を採用しております。

　

(2) 労働組合の状況

当社グループに労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であり、特記すべき事項はありま

せん。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、サブプライムローンを発端とした米国金融市場の悪化、原油価格の

高騰の影響等による世界的な経済環境の悪化を受け、わが国における基幹産業である自動車や電器メー

カーなど輸出産業を中心に企業収益が短期間で急激に悪化し、景気の不透明感が強まってまいりました。 

　当社の属するITセキュリティ業界においても、相次ぐ情報漏洩、不正アクセスの増加により、大手企業や

官公庁と共に、中堅企業においても情報セキュリティに対する関心は引き続き高い傾向にはありますが、

その一方で企業の当社セキュリティ商品を含む設備投資等についての抑制や先送りが見られると同時に、

商品やサービス、企業間の競争は益々激化してきており、売上や利益確保が一段と厳しくなってきている

状況にもあります。 

　当社は、このような厳しい環境のもと、新経営体制を構築し、既存のセキュリティ商品の販売に加えて、新

しいソリューション、サービス開発にも積極的に取り組み、収益力の回復に努めてまいりましたが、当初見

込みの売上及び粗利益の確保には至りませんでした。 

　このような、新たなる営業活動を展開し受注の確保に努めた結果、当事業年度の業績は、売上高1,503百万

円（前年同期は1,754百万円）、営業損失423百万円（前年同期は124百万円の営業損失）、経常損失497百

万円（前年同期は108百万円の経常損失）、当期純損失1,518百万円（前年同期は317百万円の当期純損

失）となりました。 

 

　

事業の部門別業績は次のとおりであります。

①プロダクトセールス事業

当事業部門は、統合型セキュリティアプライアンス商品が中小企業向けを中心に引き続き堅調に推移

し、当事業部門の半分以上を占めることとなりました。また、大手企業向けファイアウォール商品(ライセ

ンス) は、競合の激化、需要一巡化、市況を反映した大型商談の減少等の影響を受け大幅な減少となりま

した。以上の結果、当事業部門の売上高は634百万円(前期比22.2%減)となり、売上構成比率は42.2％とな

りました。　
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②サポートサービス事業

当事業部門は、商品の販売後に継続して安定的に売上が見込めるストック型ビジネスとして当社グルー

プの売上の重要な位置を占めております。特に大手企業向けファイアウォール商品の保守については、顧

客・パートナーに対する技術面でのサポート体制が高く評価いただき、微減にて推移しております。以上

の結果、当事業部門の売上高は、大手企業向け保守売上の減少により768百万円(前期比5.4％減)となり、売

上構成比率は51.1％となりました。

　

③プロフェッショナルサービス事業

当事業部門は、セキュリティに関連したマネージドサービス、コンサルティング、導入設置、教育などの

サービスビジネスを展開しており、当社の今後の大きな柱に成長させていく分野と位置づけています。

サービスメニューのラインアップを強化しましたが、市況の悪化に伴い展開が遅れ、現時点では当初想定

した収益をあげるに至っておりません。以上の結果、当事業部門の売上高は99百万円(前期比20.6％減)と

なり、売上構成比率は6.6％となりました。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、期首に比べ151百万円減少し、78

百万円となりました。

　

　当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動における資金の減少は377百万円となりました。収入の主な内訳は、たな卸資産の減少126百万

円等であります。支出の主な内訳は、前渡金の増加30百万円、前受金の減少61百万円とうによるものであ

ります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は1,114百万円となりました。支出の主な内訳は、貸付金による支出1,214

百万円、投資有価証券の取得50万円、保証金の差入25百万円等であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果獲得した資金は1,340百万円となりました。収入の主な内訳は、短期借入金による収入

307百万円、株式発行による収入1,316百万円によるものであります。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産、受注実績

当社グループは、生産・受注の形態をとっておりません。

　

(2) 仕入実績

当事業年度の仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業の名称

前事業年度

(自　平成19年４月１日

　至　平成20年３月31日)

当事業年度

(自　平成20年４月１日

　至　平成21年３月31日)

前年同期比（%）

プロダクトセールス事業（千円） 672,914 452,487 67.2

サポートサービス事業（千円） 587,978 556,043 94.6

プロフェッショナルサービス事業
（千円）

40,427 13,112 32.4

合計（千円） 1,301,319 1,021,643 78.5

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　

(3) 販売実績

当事業年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業の名称

前事業年度

(自　平成19年４月１日

　至　平成20年３月31日)

当事業年度

(自　平成20年４月１日

　至　平成21年３月31日)

前年同期比（%）

プロダクトセールス事業（千円） 816,470 634,829 77.8

サポートサービス事業（千円） 812,999 768,918 94.6

プロフェッショナルサービス事業
（千円）

125,334 99,473 79.4

合計（千円） 1,754,803 1,503,221 85.7

(注) １　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

前事業年度

(自　平成19年４月１日

　至　平成20年３月31日)

当事業年度

(自　平成20年４月１日

　至　平成21年３月31日)

相手先 金額 (千円)割合（%） 相手先 金額 (千円)割合（%）

㈱フォーバル 255,48114.6㈱データコントロール 347,78823.1

㈱データコントロール 322,74418.4㈱フォーバル　　　　 312,92920.8

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３ 【対処すべき課題】

　

　(1)企業活動における課題 

 ITセキュリティ商品やセキュリティサービス関連市場は、今後も引き続き堅調に推移していくものと思

われますが、同時に競争も激化しており、利益率も伸び悩んでおります。 

 このような環境のもと、当社が今後も持続的な企業価値向上を図って行くためには、既存事業であるセ

キュリティ商品の販売及び保守サポートにつきましては、取扱商品の選択と集中を図り、業務の効率化を

推進して生産性を高めることで利益貢献度を高めていくことであるとともに、より付加価値の高いサー

ビスビジネスへシフトし、全体の収益力を押し上げることであり、そのためには顧客ニーズにマッチした

競争力のあるサービス商品の開発、システム構築力の強化、システム運用ならびに顧客サポート体制の充

実に注力していくことが、1つ目の重要な課題であります。 

 さらに、新しい事業の柱として、ITセキュリティ分野に拘らず、既存事業で蓄積されたネットワーク構築

・運用におけるITインフラナレッジと15年以上に渡り培ってきた商社機能を融合して、短期的に収益性

の高い新規事業の早期立ち上げを行うことが、2つ目の重要な課題であります。 

 ３つ目の重要な課題といたしまして、経営管理面において、既存事業、新規事業の推進に向けた組織のス

リム化による業務の効率化とコストダウンの実践と同時に、効率的で適法な企業統治体制に向けた内部

統制システムの構築が緊急かつ重要な課題であり、経営トップの強力なイニシアチブのもと、その実現に

向けて活動を推進してまいります。 

(2)コンプライアンスに関する課題 

　当社は、平成21年3月期第３四半期報告書の提出に際して、法定期限内の提出ができませんでした。 

これは、同四半期報告書の監査レビュー期間中に、当時の当社役員の善管注意義務違反に起因する当社に

対する差押の決定がなされたことを受けて、当社一時会計監査人であるＫＤＡ監査法人より、同件に関す

る事実関係の確認等の後発事象の記載に対する検証等の作業には相応の時間がかかり、かつ同様の潜在

的な債務に関する可能性が否定できない状況において監査意見表明が難しい旨の通知を受けたため、同

監査法人と合意解約を行い、改めて一時会計監査人として監査法人ウィングパートナーズを選任する等

の混乱が生じ、多くの時間が要したためであります。 

　この度の同四半期報告書に遅延につきまして、当社といたしましては、四半期報告制度に対応するため

に、決算作業並びに当該報告書作成を担当する当社経理部門と当時の会計監査人であるＫＤＡ監査法人

との間でレビュー作業の事前の打合せ、連絡を行い、決算作業を行うに必要十分な期間を設けて準備を進

めていたため、当社に対する差押命令及び決定という不測の事象の発生がなければ、法定期限内での当該

報告書の提出はなされていたと認識しております。 

　そのため、当社といたしましては、この度の四半期報告書の提出遅延というコンプライアンス違反の原

因を精査した結果、役員の職務遂行に係る内部統制システムにおいて問題点があったとの認識に基づき、

今後の再発防止策及び法令遵守態勢の整備を進めております。 

　当社内部統制システムの再整備といたしまして、全社規模で統制力の強い組織体制とするべく、内部統

制システムに係るドキュメント類の改定と組織管理体制の変更を進めております。また、会計監査人と当

社経理部門との十分なコミュニケーションを図り、効率的且つ必要十分な決算作業が行えるようにする

ことで、法定期限内に適時適切な開示が行える体制を整えてまいります。 

　当社といたしましては、それらの施策の実施により、この度の四半期報告書の提出遅延と同様の重大な

コンプライアンス違反の再発防止に向けた取り組みを早急に進めてまいります。 

(3)ガバナンスに関する課題 

　当社では、本項(2)に記載のとおり、当社役員による善管注意義務違反がございました。また、一方では開

示書類の提出遅延というコンプライアンス違反が発生しており、ガバナンスの再整備が急務であると考

えております。 

　そのような中、当社といたしましては、全社規模で統制力の強い組織体制とするべく、内部統制システム

に係るドキュメント類の改定と組織管理体制の変更を進めております。 

まずは、「内部統制システム構築の基本方針」及び内部統制関連規程、並びに「コンプライアンスマニュ

アル」における行動指針をより実効性の高いものとすべく、内部統制管掌取締役を中心とした社内関係

部門（内部監査室、経理部、経営企画室、経営管理部）及び社外コンサルティング企業により平成21年４

月末を目途に精査を行ない必要に応じた見直しを進めると同時に、各ドキュメント類に基づき四半期毎

の定期的な社内研修会を行う等により役員及び従業員へ周知徹底し、遵法意識の醸成を図って参ります。
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　続いて、役員における業務執行の管理体制の強化として、公認会計士たる常勤監査役により、役員各位に

対する週1回の業務執行内容に係るヒアリングを実施しており、引き続き継続して実施してまいります。

また、社内全体の内部統制システム全般の管理体制の強化として、従前は管理管掌取締役が兼任していた

内部統制管掌取締役を代表取締役が兼任することで、(1)管理部門におけるリスクの取締役会、監査役会

への報告の迅速化、(2)法令遵守に対するモニタリングと統制活動の強化、(3)リスク対応と開示を適時適

切に行う体制の整備を、平成21年４月期より改めて行っております。  

　今後、これらの内部統制システムの再整備を推し進めることにより、法令遵守及び社会的倫理規範尊重

に対する役員及び従業員の意識を強化し、当社の法令遵守体制をより一層整備してまいります。 

 

　

４ 【事業等のリスク】

当社の経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあ

ります。必ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投資家の判断上、重要であると考えられる事

項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から積極的に開示しております。また、当社はこ

れらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありま

す。なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

（１）事業環境 

①競合 

　　当社の主力商品であるフォーティネット社の統合型セキュリティアプライアンス「Fortigate」及び

チェックポイント社の「VPN-1/FireWall-1」に関して、ベンダーであるフォーティネット社及びチェッ

クポイント社と当社との間で日本国内での販売代理（ディストリビューション）業務に係る契約を締結

していますが、契約が独占契約でないことから国内で同様の契約を締結している競合他社が存在してい

ます。当社は、これらの競合他社に先駆けて販売代理契約を締結し、ベンダーとの関係強化、日本でのシェ

アの確保に努めてまいりました。 

　今後、ベンダー各社が日本国内のディストリビュータを増加させるなどの方針をとる場合や、当社取扱

商品と類似する商品が登場する場合には、当社にとって新たな競合が増加する結果となります。また当社

の想定に反し競合先や競合商品が増加し、国内でのディストリビュータ間の競争が激化した場合や、ベン

ダーとの販売代理契約に係る取引条件が変更される場合には、当社の市場シェアの低下や価格競争によ

る利益率の低下その他の要因により、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

②取扱商品の選別 

　当社は、日本国内で販売するITセキュリティ商品の選別にあたって、新商品開発情報や市場として先行

している海外での商品の販売状況を分析し、それらを基に、日本での需要を想定し、当社取扱商品を選別

しております。当社は、国内外のITセキュリティ商品のベンダーやディストリビュータとのネットワーク

を構築することにより、これらの情報の獲得に努めております。しかし、当社が選別した商品の販売代理

店権をベンダーから当社が受入れ可能な条件で取得できるという保証はありません。 

　また、当社の取扱商品の選別が適切でなく、当社が仕入販売すると決定した商品が日本市場で受入れら

れなかった場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。更に、当社が選択しなかった商品が

他のディストリビュータにより仕入販売され、日本国内で成功するなど、当社が判断を誤り、当社の収益

機会を逃す可能性もあります。 

（２）財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動 

①季節変動性について 

　当社の取扱商品のユーザは、法人ユーザであり、決算月の集中する３月、９月に当社の売上高が偏重する

傾向にあります。このため、これらの月の営業活動の状況が当社の業績に大きな影響を与える可能性があ

ります。 

②特別損益等について 

　当社の投資有価証券の運用については、当社の事業と関連のある相手先に対し、事業運営のための協力

関係の強化を目的に投資していく方針であります。今後も、ベンダーや、販売パートナー、システムインテ

グレータ等への投資を行う可能性があり、これらについては、売買損益、評価損益等が当社の業績に影響
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を与える可能性があります。 

③Coop-Fundについて 

　当社は仕入先である複数のベンダーより、仕入割戻(当社が行ったベンダー商品の広告掲載、販売促進物

の作成等に要した費用の補填)を受け入れております。仕入割戻はベンダーの裁量によって決定されるも

のであり、書面による契約等はありません。そのため、ベンダーの営業政策により変更されることも想定

され、当社の業績変動要因の１つとなり得る可能性があります。 

④為替の影響について 

　当社は海外のベンダーから直接商品を仕入れているため、そのうち外貨建で仕入れているものについ

て、為替変動の影響を受けております。当社は、為替の影響を極力排除しようとする目的から、円建取引へ

の移行を進めたいと考えておりますが、今後のベンダーとの取引条件次第によっては、外貨建取引の数量

割合が増加する可能性もあり、その場合には、為替変動による当社の業績への影響度合いが増加します。 

（３）特定の取引先・製品・技術等への依存 

①特定の販売先への依存 

　当社はシステムインテグレータやリセラー等の販売パートナーに対し営業活動を行っており、販売先は

50社を超えております。しかし、当社の当単体会計年度売上高のうち約70％は、株式会社データコント

ロール、株式会社フォーバル、三井情報株式会社、株式会社日立情報システムズ、株式会社ネットワールド

の販売先上位５社に依存しております。当社としては、今後も現在の主要販売先が販売額のかなりの部分

を占めると想定しますが、こうした販売先との取引が今後も引き続き安定的に推移する保証はありませ

ん。 

　また、これまでに主要販売先からの売掛金の回収については問題となったことはありませんが、今後、販

売先からの売掛金の回収に何らかの問題が生じた場合、ベンダーへの支払いや当社の資金繰り、業績に影

響を与える可能性があります。 

②特定の商品への依存 

　当社の現在の主力商品は、フォーティネット社の統合型セキュリティアプライアンス「Fortigate」及

びチェックポイント社の「VPN-1/FireWall-1」で、いずれもITセキュリティ商品の代表的な商品であり、

日本における普及度は他の競合商品に比べて高いと推定されます。当社のプロダクトセールス事業にお

ける同商品への依存度は、当単体会計年度約では42％となっており、保守サービス事業も同様に依存度が

高くなっております。そのため、何らかの要因により同商品の市場競争力が急激に低下した場合や，ベン

ダーであるフォーティネット社やチェックポイント社に経営不振その他の業務上の問題が発生した場

合、または同社と当社の間の販売代理契約が何らかの理由で終了した場合等には、当社の業績は重大な影

響を受ける可能性があります。 

　当社は今後、既存事業において、より付加価値の高いサービスビジネスの拡大を図ることにより、これら

の商品の対売上高構成比を低下させていく方針であります。しかし、当社の想定どおりに高付加価値サー

ビス事業が拡大していく保証はなく、将来においても当社の業績は特定の商品の販売動向に大きな影響

を受ける可能性があります。 

③技術の変容 

　当社の既存の商品とサービスが今後登場する商品に対して技術的・価格的な優位を保持しうるとの保

証はありません。当社が活動する市場は急速な技術的変容、顧客のニーズ・選好の変遷、頻繁な新商品の

登場、業界標準の急速な進化を特徴としております。このような変化に当社が敏速に対応し得ない場合、

当社の事業に重大な影響が生じることがあります。斬新な技術を実装した新商品の登場、あるいは、新た

な業界標準の登場により、当社の既存の商品が陳腐化し商品性を失うことがあり得ます。当社は技術の進

化を継続的に観察し、商品と市場の変容の兆しを捉え、他社に先んじて変化をむしろ商機として捉えるこ

とに鋭意注力していますが、かかる努力が常に結実しうるとの保証はありません。 

（４）特有の法的規制・取引慣行・経営方針 

①ベンダーとの契約 

　当社は、仕入先であるベンダーと販売代理業務に関する基本契約を締結し、それらの契約に基づいて日

本国内で販売代理業務を展開しております。契約期間は概ね１年であり、契約当事者からの解約の申し出
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がない限り以後１年間毎の自動更新となっております。また、大半の契約は非独占契約となっておりま

す。 

　当事業年度末現在、当社はまる約15社のベンダーと販売代理契約を締結し、その商品を販売しておりま

す。これらの契約の中には、次のような条項が定められているものがあります。 

(イ)ベンダーは、事前の告知により価格の改定が可能な旨 

(ロ)事前の告知があれば、契約期間内であっても相手方の同意なく解約が可能な旨 

(ハ)著作権、知的財産権等に関する訴訟が発生し損害賠償の責任が生じた場合において、ベンダーが保証

する賠償の範囲は仕入代金に限られる旨 

　(イ)については、過去においてそのような条件が一方的に当社に提示された事例はありませんが、当社

にとって不利な条件が提示される可能性を含んでおります。（ロ）については、一般に当社及びベンダー

双方にリスクを生じさせる結果となるものです。（ハ）については、現在までに同条項を含む契約に係る

商品につき、国内外で重大な訴訟・クレーム等が発生した事実は認識しておりません。仕入商品の決定時

には、ベンダーに対するヒアリングを行い、知的財産権の存否等を確認しております。また、商品によって

は、国際特許事務所への調査依頼を実施し、知的財産権に関する訴訟・クレームの発生の有無、類似する

知的財産権の存否を確認しております。このように、上記(イ)(ロ)(ハ)に掲げる条項がベンダーにより行

使される可能性は低いものと思われますが、何らかの事情により現実のものとなった場合には当社の業

績に多大な影響を与える可能性があります。また、これらの条項を含んでいない契約についても、契約内

容に大幅な変更があった場合、あるいは契約が何らかの理由で終了し、または更新されなかった場合に

は、当社の事業拡大に制約が生じる可能性があります。 

（５）継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況 

　当社は、営業損失の計上及び営業キャッシュ・フローのマイナス状況が平成15年3月期以降連続してお

ります。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりま

す。 

（６）新株予約権による株式希薄化について 

　当社は、資本増強策として、平成21年６月８日開催の取締役会におきまして、グランツ２号投資事業有限

責任組合を割当先とする第三者割当による新株予約権証券の発行を決議しております。この第三者割当

による新株予約権証券による発行株数は71,611株であり、本有価証券報告書提出日現在における当社の

発行済株式総数64,313株の111.3％に相当します。 

　この第三者割当による新株予約権証券が行使された場合には、当社の１株当たりの株式価値は希薄化す

る可能性があります。また、当社株式の今後の株価動向によっては需要供給バランスが大幅に変動し、当

社の株式価値に影響を及ぼす可能性があります。 

　そのため、当社では、当社の資金需要に機動的かつ柔軟に対応できるように新株予約権証券の回号を分

け、当社の要請に応じた通期を通じた計画的な行使となるよう細心の注意を払うとともに、過度の株式の

希薄化が進まぬよう行使価額の修正における下限行使価額を設定しております。 

　当社といたしましては、今回の調達資金は新規事業のために必要不可欠なものであり、これら新規事業

も含め、早期の業績回復を達成することが株主様及び投資家の皆様に報いる唯一の手段であると考えて

おります。当社といたしましては、今後の事業展開に必要な資金を得ることにより、将来的に当社の企業

価値が高まると判断しておりますため、今回の資金調達においては合理性があるものと考えております。

（７）新株予約権の行使による新株式の発行について 

　当該新株予約権の行使による新株式の発行が全てなされた場合、発行済株式総数が発行可能株式総数を

超えることになりますので、当社株主総会において発行可能株式数の限度枠を増加する旨の議案を付議

することにより対処する予定でありますが、当該議案が否決及び可決されたとしても株主総会までの間、

当該新株予約権の全ての行使をなすことができないため、柔軟な資金調達等の実施を阻害するおそれが

あり、経営に影響を及ぼす可能性があります。 

（８）支配リスク 

　割当予定先であるグランツ２号投資事業有限責任組合は、当該新株予約権の全ての行使がなされれば当

社株式の保有割合が過半数を超える予定であることから、当社の親会社に該当する可能性があり、今後会

社の経営に影響を及ぼす可能性があります。なお、同組合からは当社株式の保有方針は短期的ではないに

せよ事業目的での純投資であり、当社ガバナンスの独立性を保つことについて確約を得ております。 
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（９）上場維持について 

　当社は、平成20年３月期有価証券報告書において124百万円の営業損失を計上しており、純資産は466百

万円となっております。また、平成21年３月有価証券報告書においても引き続き423百万円の営業損失を

計上しており純資産は254百万円となっております。 

　当該状況の解消に向けて、当社では既存事業の拡充による事業基盤の強化を推進し、収益力の改善に努

めるとともに、この度の第三者割当増資による資金調達によって自己資本の充実についても進めており

ますが、今後営業損失の更なる拡大による財務状況の悪化等が発生した場合には、大阪証券取引所ヘラク

レス市場の上場廃止基準である有価証券上場規程の特例第17条第３項への抵触により当社株式が上場廃

止となる可能性があり、株価および株式の市場流動性について重要な疑義が生じるおそれがあります。 

 

（10）情報管理体制 

　当社はITセキュリティ商品、サービスを取り扱っていることから、社内の情報管理には十分な注意を

払っております。具体的には、社内システムは複数のファイアウォール、アンチウィルスシステム、メール

チェックシステムにより保護され、セキュリティの信頼性を高めております。また、主要サーバは複数台

が別の建物内に設置され、事故、障害時に迅速に回復できるよう予め待機状態となっております。さらに、

保守契約ユーザに関するデータは、社内ネットワークへのパスワードのみならず、サーバデータへのアク

セスも制限されており、社外からのサーバへのアクセスも暗号化されたシステム構成となっております。

しかしながら、意図せざるシステム障害、誤操作その他によるデータの漏洩などが生じた場合、会社の信

用を失墜し、損害賠償請求を受ける可能性があり、それに伴い、業績に悪影響を与える可能性があります。
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５ 【経営上の重要な契約等】

契約会社名 相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間

インスパイアー

㈱

Check Point

Software

Technologies

Ltd.

イスラエル FireWall-１

Meta IP他

チェックポイント社取

扱製品の日本国内にお

ける販売代理業務に関

する基本契約

平成21年２月23日から

平成22年２月22日まで

(１年毎の自動更新)

インスパイアー

㈱

Websense,Inc.アメリカ Websenseウェブセンス社取扱製

品の日本国内における

販売代理業務に関する

基本契約

平成20年６月１日から

平成21年５月31日まで

(１年毎の自動更新)

インスパイアー

㈱

 

Fortinet,Inc.アメリカ FortiGateフォーティネット社取

扱製品の日本国内にお

ける販売代理業務に関

する基本契約

平成20年７月11日から

平成21年７月10日まで

(１年毎の自動更新)

　

６ 【研究開発活動】

当社は、基本的に海外ベンダーの商品を輸入し国内販売しており、現段階で新商品等への研究開発活動は

行っておりません。

　

７ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 財政状態の分析

（流動資産）

当事業年度末における流動資産の残高は922百万円（前事業年度末は1,078百万円）となり、

155百万円減少いたしました。これは主に、たな卸資産の減少（△127百万円）、現金及び預金の減

少（△151百万円）によるものであります。

（固定資産）

当事業年度末における固定資産の残高は129百万円（前事業年度末は158百万円）となり、29百

万円減少いたしました。これは主に、子会社株式売却による減少（△80百万円）及び減損処理に

よる有形固定資産の減少（37百万円）によるものであります。

（流動負債）

当事業年度末における流動負債の残高は780百万円（前事業年度末は758百万円）となり、22百万円

増加いたしました。これは主に、短期借入金借入による増加（57百万円）、預り金の増加（18百万円）

等によるものであります。

　

(2) キャッシュ・フローの分析

「１　業績等の概要　(2)キャッシュ・フローの状況」を参照願います。

　

(3) 経営成績

「１　業績等の概要　(1)業績」を参照願います。

　当社は、早急に営業損益の黒字化を実現するために、以下の施策を講じて実行してまいります。 

①資金調達 

　当社は、新規事業及び既存事業遂行上、必要と判断した場合には、資本増強による経営基盤の確立を目的とし

た資金調達を必要に応じて検討いたします。 

②新経営計画の推進 

　当社は、新しく経営計画を作成し事業を推進しております。 

③経営効率化の維持 

　当社は、経営効率化を図る一環として、平成22年３月期事業年度予算の立案において諸経費の見直しを継続

的に行っており、引き続きコストのスリム化を実行してまいる所存です。また、一方で、必要な人材強化も図
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り、効率のよい経営体質へと改善を図っていく所存です。 

④既存営業力の強化 

　既存事業における取引先の関係強化を図り、取引高の拡大を目指しております。また、当社の既存取扱製品の

新しい販路として、中小企業向けの販売店育成・開拓を図り、取引先の拡大を目指しております。また、商品ラ

インアップにきましても、海外有力商品の取り込みを図るとともに、サービス型の高付加価値商品を展開する

ことで売上の拡大を図ることといたします。 

⑤新規事業の立ち上げ 

　上述した資金調達により、新たなるシナジーを発揮できるような新規事業の立ち上げを行ってまいる所存で

す。具体的な投資については鋭意検討中ですが、重要な後発事象に関する注記「資本・業務提携に関する契約

の締結」に記載のとおり、既に今後市場の拡大が期待できる通信業界において、付加価値の高い事業の推進を

開始しております。 また、新たな事業分野への進出も検討しておりますが、これらの新規事業の推進に関して

は、可能な限りリスクを排除するために慎重な事前調査等を行い遂行する所存でございます。 
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当事業年度において、実施いたしました設備投資の主なものは、次のとおりであります。

　事務所造作費用15,200千円、新サービス開発にかかるサーバ等6,691千円であります。

　

２ 【主要な設備の状況】

提出会社

平成21年３月31日現在

事業所名
(所在地)

事業部門 設備の内容

帳簿価額
従業員数
(人)建物

(千円)
器具備品
(千円)

合計
(千円)

本社
(東京都港区)

全事業及び管理部門
事務所内装工事
事務機器
検証機器

14,3534,24218,596　34(6)

(注) １　金額には、消費税等は含まれておりません。

２　従業員の(　)は、臨時従業員数を外書しております。

３　当社は上記の事務所用建物をいずれも貸借しており、当期の不動産賃借料は合計7,889千円であります。

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 127,000

計 127,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成21年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年６月29日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 60,488 64,313
大阪証券取引所
(ヘラクレス市場)

単元株制度を採用
しておりません。

計 60,488 64,313(注) ― ―

(注)　1.提出日現在発行数には、平成21年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権(旧商法に基づく　　

新株引受権を含む)の行使により発行された株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】
提出会社に対して、新株の発行を請求できる権利（旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権並びに
旧商法第280条ノ20及び同第280条ノ21の規定に基づく新株予約権）に関する事項は次のとおりでありま
す。
①新株引受権
平成12年８月７日臨時株主総会決議

　

　
事業年度末現在
(平成21年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成21年５月31日)

新株予約権の数 ― 同左

新株予約権のうち自己新
株予約権の数

― 同左

新株予約権の目的となる
株式の種類

普通株式 同左

新株予約権の目的となる
株式の数

　　　22株 　　22株

新株予約権の行使時の
払込金額

326,600円 同左

新株予約権の行使期間
自　平成14年８月７日
至　平成22年８月６日

同左

新株予約権の行使により
株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組
入額

発行価格　　326,600円
資本組入額　163,300円

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた者(以下、「新
株予約権者」という。)は、権利行使時にお
いても、当社の取締役または従業員の地位
にあることを要するものとする。ただし、
新株予約権者が、任期満了・定年による退
任・退職、または会社都合によりこれらの
地位を失った場合はこの限りではない。
その他の条件については、平成12年８月７
日開催の当社臨時株主総会および新株予
約権発行の取締役会決議に基づき、当社と
新株予約権者との間で締結する新株引受
権付与契約に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関す
る事項

新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認
めない。

同左

代用払込みに関する事項 ― 同左

組織再編成行為に伴う新
株予約権の交付に関する
事項

― 同左
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②新株予約権

平成15年６月25日定時株主総会決議

　
事業年度末現在
(平成21年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成21年５月31日)

新株予約権の数 　　40個 ─

新株予約権のうち自己新株
予約権の数

― ─

新株予約権の目的となる株
式の種類

普通株式 ─

新株予約権の目的となる株
式の数

　　40株 ─　

新株予約権の行使時の払込
金額

113,334円 ─

新株予約権の行使期間
自　平成17年７月１日
至　平成25年６月25日

─

新株予約権の行使により株
式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格　 113,334円
資本組入額　56,667円

─

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた者(以下、「新
株予約権者」という。)は、権利行使時に
おいても、当社の取締役の地位にあるこ
とを要するものとする。ただし、新株予約
権者が、任期満了による退任その他正当
な理由のある場合にはこの限りではな
い。
その他の条件については、平成15年６月
25日開催の当社定時株主総会および新株
予約権発行の取締役会決議に基づき、当
社と新株予約権者との間で締結する新株
予約権割当契約書に定めるところによ
る。

─

新株予約権の譲渡に関する
事項

新株予約権を譲渡するには取締役会の承
認を要する。

─

代用払込みに関する事項 ― ─

組織再編成行為に伴う新株
予約権の交付に関する
事項

― ─
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平成20年12月２日取締役会決議

　
事業年度末現在
(平成21年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成21年５月31日)

新株予約権の数 28個 　 ─個

新株予約権のうち自己新株
予約権の数

― 同左

新株予約権の目的となる株
式の種類

普通株式 同左

新株予約権の目的となる株
式の数

　3,825株 　 ─株

新株予約権の行使時の払込
金額

28,352,240円 同左

新株予約権の行使期間
自　平成20年12月２日
至　平成22年12月２日

同左

新株予約権の行使により株
式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格　　28,352,240円
資本組入額　14,176,120円

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた者(以下、「新
株予約権者」という。)は、取締役会の決
議に基づく新株予約権行使請求に従っ
て、指定期日までに新株予約権を行使す
るものとする。 
なお、新株予約権者は、新株予約権の一部
行使はできないものとする。 
その他の条件については、平成20年12月
２日開催の第三者割当による新株予約権
発行の当社取締役会決議に基づき、当社
が関東財務局に提出した有価証券届出書
に定めるところによる。 
 

同左

新株予約権の譲渡に関する
事項

新株予約権を譲渡するには取締役会の承
認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― 同左

組織再編成行為に伴う新株
予約権の交付に関する
事項

― 同左
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(3) 【ライツプランの内容】

　

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成16年４月１日～
平成17年３月31日

(注)1
2 8,002 158 439,408 158 131,708

平成17年４月１日～
平成18年３月31日

(注)2
44 8,046 2,582 441,990 2,582 134,290

平成18年４月１日～
平成19年３月31日
(注)3

41 8,087 2,345 444,336 2,345 136,636

平成19年４月１日～ 
平成20年３月31日

0 8,087 0 444,336 0 136,636

平成20年４月１日～
平成21年３月31日

(注)4
52,401 60,488 2,3451,102,562658,226794,862

(注)1. 新株引受権（ストックオプション）の行使によるものであります。

2. 新株引受権（ストックオプション）及び新株予約権（ストックオプション）の行使によるものであります。

3. 新株引受権（ストックオプション）及び新株予約権（ストックオプション）の行使によるものであります。

4.第三者割り当てによる新株予約権の行使によるものであります。

　

　
(5) 【所有者別状況】

平成21年３月31日現在

区分

株式の状況

単元未満株
式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数(人) ─ 1 8 15 4 1 846 874 －

所有株式数
(株)

─ 413 164 27,919 1 31,8982,34662,741 －

所有株式数
の割合(％)

0.00 0.68 0.27 46.16 0.16 0.00 52.73100.00 －

　

(6) 【大株主の状況】

平成21年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

トレーダーズパートナー有限責
任事業組合

東京都港区芝４丁目１１－５ 22,821 37.73

金　淳次 東京都千代田区 2,470 4.08

株式会社ミュージックスコーポ
レーション

東京都千代田区神田神保町１丁目１３ 1,978 3.27

玉木　延美 東京都杉並区 1,451 2.40

名畑　寿美 神奈川県川崎市川崎区 1,451 2.40

石見　一貢 東京都世田谷区 1,451 2.40

矢野　保 東京都台東区 1,451 2.40

小泉　新 東京都世田谷区 1,290 2.13

三木　茂 東京都三鷹市 1,290 2.13

諏訪　明彦 東京都港区 1,290 2.13

計 ― 36,943 61.07
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　60,488 60,488 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 60,488 ― ―

総株主の議決権 ― 60,488 ―

　　（注）完全議決権株式（その他）の欄には、証券保管振替機構名義の失念株式が200株（議決権の数

　　　　　200個）含まれております。

　

　

② 【自己株式等】

平成21年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―
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(8) 【ストックオプション制度の内容】

当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ19第１項の規定に

基づき新株引受権を付与する方法並びに旧商法第280条ノ20及び同第280条ノ21の規定に基づき新株予約

権を発行する方法によるものであります。

当該制度の内容は、以下のとおりであります。

(平成12年８月７日臨時株主総会決議)

旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づき、平成12年８月７日臨時株主総会終結の時に在任する当社取

締役及び同日に在籍する当社使用人に対し新株引受権を付与することを、平成12年８月７日の臨時株主

総会において決議されたものであります。
　

決議年月日 平成12年８月７日

付与対象者の区分及び人数 取締役２名、使用人20名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 616株(注)１

新株予約権の行使時の払込金額 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。(注)２

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

(注) １　会社が株式分割又は株式併合を行う場合、未行使の新株引受権の目的たる株式は、次の算式により調整し、調整

により生ずる１株未満の端数は切り捨てる。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２　会社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる１円未満の端

数は切り上げる。

調整後発行価額＝調整前発行価額×
１

分割・併合の比率

　
　

　(平成15年６月25日定時株主総会決議)
　

旧商法第280条ノ20及び同第280条ノ21の規定に基づき、平成15年６月25日第12期定時株主総会終結の

時に在任する当社取締役(社外取締役を除く)に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行するこ

とを、平成15年６月25日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
　

　

決議年月日 平成15年６月25日

付与対象者の区分及び人数 取締役１名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 120株

新株予約権の行使時の払込金額 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。(注)

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

　
　（注）　各新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
　　 　　 新株予約権発行後、当社の普通株式の分割または併合が行われる場合には、次の算式により行使
         価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。　

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

　その他当社が取締役会決議により定める一定の場合にも適宜調整される。
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２ 【自己株式の取得等の状況】
　

【株式の種類等】 該当事項はありません。
　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。
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３ 【配当政策】

当社は、将来における安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金を確

保しつつ、経営成績に応じた株主の皆様への利益還元を継続的に行うことを基本方針としております。

当期につきましては、現在、当社は非常に厳しい経営環境の中にあり、今後の早急な業績回復に向けて

の各種施策を必要としております。このような状況下、配当に関しましては内部留保を優先すべきとの決

断をし期末配当は無配といたします。

当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを可能にするため、取締役会の決議により、毎年９月30

日を基準日として、中間配当をすることができる旨定款に定めております。

なお、当社は毎事業年度における剰余金の配当につきましては、中間と期末の年2回とし、これら剰余金

の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会とする旨を定款に定め

ております。 

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

最高(円) 443,000 367,000 353,000 190,000 199,000

最低(円) 135,000 140,000 163,000 55,000 7,000

(注)　最高・最低株価は大阪証券取引所ヘラクレス市場におけるものです。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別 平成20年10月 11月 12月 平成21年１月 ２月 ３月

最高(円) 122,000 17,500 14,400 26,200 21,000 14,200

最低(円) 15,300 9,890 9,420 10,060 11,000 7,000

(注)　最高・最低株価は大阪証券取引所ヘラクレス市場におけるものです。
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５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役

社長
　 駒　澤　孝　次 昭和33年８月18日生

平成３年８月 有限会社ジャブエンタープライズ　設立　 

代表取締役（現任） 
(注)3 ―

平成20年５月 　当社　取締役

平成20年12月 当社　代表取締役（現任）

常務取締役 　 森　田　次　朗 昭和40年２月22日生

平成11年９月 　KPMGグローバルソリューション株式会社

　(現ベアリングポイント株式会社）入社

(注）3 21
平成12年11月 　NTTコミュニケーションズ株式会社入社

平成15年11月 　同社ビジネス基盤サービス部担当部長

平成18年６月 　株式会社フォーバル入社

平成18年６月 　当社　常務取締役　(現任）

取締役 　 前　田　義　仁 昭和40年８月２日生

昭和63年８月   辛島税務会計事務所　入所

(注)４ ―

平成４年１月 　工藤建設株式会社　入社

平成12年９月 　同社　取締役

平成15年９月 　株式会社日建企画　入社

平成16年９月 　工藤建設株式会社　執行役員

平成20年12月 　当社　経営企画室　入社

平成21年６月 　当社　取締役（現任）

取締役 　 前　田　直　樹 昭和43年８月２日生

平成２年８月   辛島税務会計事務所　入所

(注)４ ―

平成８年10月 　株式会社サンビルド（休社名　株式会社

　日建企画　入社

平成18年７月 　同社　総務経理部　部長（現任）

平成21年６月   当社　取締役（現任）

取締役 　 小　嶋　千　之 昭和42年８月30日生

平成15年７月 有限会社グローバルノーツジャパン設立　

代表取締役社長（現任）

(注)3 ―平成17年７月 ＡＰＭジャパン株式会社　取締役　（現

任）

平成20年５月 当社　取締役　（現任）

取締役 　 青　木　英　嗣 昭和53年12月20日生

平成13年４月 伊藤忠商事株式会社　入社

(注)3 ─平成20年４月 　同社　退社

平成20年６月 当社取締役(現任)

監査役 　 駒　村　　裕 昭和29年３月17日生

昭和53年11月 監査法人朝日会計社(現あずさ監査法人）

入社

(注）６ ─

平成13年９月 　アーサー・アンダーセン・アンド・カンパ　　

　ニー　パートナー就任

平成13年12月 　株式会社グローバルマネジメントディレク

　ションズ代表取締役社長

平成18年７月 　駒村公認会計事務所　開設

平成20年６月 　当社入社監査役（現任）

監査役 　 大　箸　郁　夫 昭和35年９月26日生

昭和59年４月 　中野冷機株式会社　入社

(注)６ 　

平成11年７月 　株式会社法学館　入社

平成15年11月 　司法試験合格

平成17年10月 　東京弁護士会登録

平成20年10月 　当社入社監査役（現任）

監査役 　 荒　井　薫 昭和40年５月５日生

昭和63年４月 労働省　入省

(注）7 ─

平成６年10月 　三優会計社（現　三優BDO監査法人）入社

平成10年２月 　公認会計士　登録

平成11年８月 　荒井薫公認会計士事務所

平成14年12月 　株式会社スパイク　監査役

平成20年10月 　テンプホールディングス株式会社　監 

　査役（現任）

平成21年６月 　当社入社監査役（現任）

計 　

(注) １　取締役前田直樹及び小嶋千之、青木英嗣は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２　監査役大箸郁夫及び荒井薫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
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３　取締役の任期は、平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成22年３月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。

４　取締役の任期は、平成21年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年３月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。

５　監査役の任期は、平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成22年３月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。

６　監査役の任期は、平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年３月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。

７　監査役の任期は、平成21年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成25年３月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、経営の基本方針を実現するために、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題のひとつ
として取り組み、経営組織体制や管理の仕組みを整備強化し、下記のような基本的な考え方で必要な対
策を実施してまいります。
① 経営の透明性及び健全性の確保
② 迅速かつ公平な経営情報の開示
③ 説明責任の遂行

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

① 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他の体制の状況
当事業年度の、当社の取締役は４名(内、社外取締役１名)、監査役は３名(内、社外監査役２名)であ
り、社外取締役による客観的な立場での定期的な経営方針の協議及び戦略の検閲や、監査役による企
業経営の監視体制を推進しております。当社はまた日常の業務において必要の都度、弁護士、税理士
等の専門家から経営判断上の助言を受け、「コンプライアンス規範」に基づきその維持、強化に努め
ております。

② 社外監査役の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係の概要
社外監査役は２名を招聘しており、うち１名は弁護士で、所属する法律事務所に対して一般的な顧
問契約に基づいた報酬の支払いを行っておりますが、社外監査役と当社との間でその他取引関係や
利害関係はありません。

③ コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況
当社は、金融商品取引法に基づき、平成18年5月開催の取締役会にて承認された、業務の適正を確保
するための体制（以下、「内部統制システム」という。）を拡張し、業務の有効性及び効率性、財務報
告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全に努めてまいりました。 
健全な経営を継続するため、より質の高い内部統制システムの運用を行ってまいります。 
　個人情報保護法対策で、平成18年9月に取得したプライバシーマーク（以下、「Ｐマーク」とい
う。）の実践として、社内教育及び内部監査を通して役員及び使用人に対して情報保護の重要性を再
認識させてまいりました。 
今後も個人情報を尊重し、情報保護に努めてまいります。また平成16年10月に環境管理推進活動の一
環として作成した「環境方針」に基づき全社的な活動を実施しております。 
引き続き環境負荷を低減した製品の提供をベンダーと共同して積極的に推進するとともに、多方面
において活動内容の充実を図り、包括的な環境管理システムの構築を進めてまいります。 

④ 内部監査及び監査役監査の状況
当社には専任の内部監査担当として、内部監査室を置いております。監査役は、監査役業務を遂行
するにあたり、必要に応じて管理部門の人員を指名して、監査業務の補助をする体制をとっておりま
す。また、監査役は内部監査室より内部監査の実施状況について報告を受けるとともに、必要あると
きは追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることができる体制をとっております。 
会計監査人とは、各四半期決算及び本決算時並びに事業年度開始時に監査のため来社した機会を利
用して、当該年度の監査計画、日程等及び監査結果、懸念事項等について打ち合わせを行っておりま
す。さらに、各四半期決算、本決算時での監査結果も報告会を監査終了後に開催しており、そこで監査
内容及び結果について意見交換を行っております。また、不定期ではありますが、疑問点や不明な事
項については、随時電話やメールでの情報交換を行っております。 
 

⑤ 会計監査の状況
会計監査については、一時会計監査人として監査法人ウィングパートナーズと契約しております。
なお、業務を執行した公認会計士等の内容は以下のとおりであります。

　

業務を執行した公認会計士 赤坂　満秋 吉野　直樹

監査業務に係る補助者
公認会計士　３名
会計士補　　２名
その他　　　１名

　

　

　　　　　※会計監査人については、監査法人トーマツと契約しておりましたが、平成20年３月期に係る定時株主総会の終結

の時を以って任期満了による契約終了となり、一時会計監査人としてＫＤＡ監査法人を選任し契約いたしまし

た。その後、平成21年３月期第３四半期決算作業において見解の相違が生じ監査契約を合意解除し、新たな一次会

計監査人として平成21年２月20日付にて監査法人ウィングパートナーズと契約しております。

⑥ 当社は、会社法第427条第１項に基づき、会計監査人との間において、賠償責任を限定する契約を締結
しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、金23,000千円と法令の定める最低限度額とのい
ずれか高い額となります。
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⑦　取締役の定数

当社は、取締役を10名以内とする旨を定款に定めております。

　

⑧　取締役の選任の決議要件
当社は株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する
株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。

　
⑨　中間配当

当社は株主への機動的な利益還元を可能にするため、取締役会の決議により毎年９月３０日を基
準日として、金銭の分配を行うことができる旨を定款に定めております。

　
⑩　取締役等の責任の一部免除

当社は会社法第４２６条第１項の規定により、取締役会の決議をもって取締役（取締役であった
者を含む。）および監査役（監査役であった者を含む。）の同法第４２３条第1項の損害賠償責任に
関し、同法第４２５条第１項の各号に定める金額の合計額を限度として免除することができる旨を
定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその職務の遂行にあたって期待される役割を十
分果たすことができるようにすることを目的とするものであります。

　
⑪　自己株式の取得

当社は会社法第１６５条第２項の規定により、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式
の取得を行うことができる旨を定款に定めております。これは、自己の株式取得を取締役会の権限と
することにより、機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります

　

⑫　株主総会の特別決議要件
当社は会社法第３０９条第２項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる
株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和すること
により、株主総会の円滑な運営を目的とするものであります。

　

(3) 役員報酬及び監査報酬

当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬及び監査法人に対する監査報酬は以

下のとおりであります。

　

役員報酬：取締役に支払った報酬　　　 65百万円

監査役に支払った報酬　　　14百万円

計　　　　　　　　　 　　　80百万円

　　　　平成18年９月８日の取締役会の決議により取締役２名に付与したストックオプションとして新株予約権費用化相当
額６百万円が含まれております。

　

監査報酬：公認会計士法第２条第１項に

　　　　　規定する業務に基づく報酬 　40百万円

　　　　　上記以外の業務に基づく報酬　0百万円
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(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

　

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

13 0 40 ─

　

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

　

　

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

　

　

④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。 
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

　

　（1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵

省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に

基づいて作成しております。

　　（2）当社の財務諸表は、「財務諸表の用語様式作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。

　　　　 以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　　　　 なお、第17期（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）の財務諸表については改正前の

　　　　 財務諸表等規則に基づき、第18期（平成20年４月1日から平成21年３月31日まで）は改正後の

　　　　 財務諸表等規則に基づいて作成しております。

 

　

２　監査証明について

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計事業年度(平成19年４月１日から平成20年３

月31日まで)の連結財務諸表については、監査法人トーマツにより監査を受け、また、金融商品取引法第193

条の２第1項の規定に基づき、当事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）の財務諸表につ

いては、ＫＤＡ監査法人及び監査法人ウィングパートナーズにより監査を受けております。

　　なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。

　　　前事業年度　　　監査法人トーマツ

　　　当事業年度　　　ＫＤＡ監査法人及び監査法人ウィングパートナーズ

３　連結財務諸表について　

　　連結財務諸表等規則第５条第２項により、当社では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の

　財務状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務

　諸表を作成しておりません。

　　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び剰余金基準による割合は次のとおりです。

　　資産基準　　　　　　0.4％

　　売上高基準　　　　　　─

　　利益基準　　　　　　　─

　　利益剰余金基準　　　　─
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１【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 331,593

受取手形及び売掛金 271,462

たな卸資産 538,046

未収消費税等 20,868

その他 69,123

流動資産合計 1,231,094

固定資産

有形固定資産

建物 5,676

減価償却累計額 △166

建物（純額） 5,510

工具、器具及び備品 122,809

減価償却累計額 △80,112

工具、器具及び備品（純額） 42,696

有形固定資産合計 48,206

無形固定資産

ソフトウエア 7,511

その他 2,190

無形固定資産合計 9,702

投資その他の資産

投資有価証券 0

長期前払費用 8,881

差入保証金 14,000

破産更生債権等 14,373

貸倒引当金 △14,373

投資その他の資産合計 22,881

固定資産合計 80,790

資産合計 1,311,884
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 72,477

未払金 36,147

前受金 640,207

未払法人税等 14,773

未払消費税等 5,226

その他 45,251

流動負債合計 814,083

固定負債

退職給付引当金 12,181

固定負債合計 12,181

負債合計 826,265

純資産の部

株主資本

資本金 444,336

資本剰余金 136,636

利益剰余金 △105,042

株主資本合計 475,930

新株予約権 9,689

純資産合計 485,619

負債純資産合計 1,311,884
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②【連結損益計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

売上高 2,124,460

売上原価 1,714,349

売上総利益 410,110

販売費及び一般管理費 ※1
 502,516

営業損失（△） △92,406

営業外収益

受取利息 617

為替差益 12,499

その他 8,767

営業外収益合計 21,884

営業外費用

支払利息 248

その他 2,690

営業外費用合計 2,938

経常損失（△） △73,460

特別利益

新株予約権戻入益 4,283

特別利益合計 4,283

特別損失

過年度保守売上修正損 126,896

たな卸資産評価損 43,588

特定商品取扱中止損 ※2
 13,942

固定資産除却損 ※3
 11,837

事務所移転費用 16,738

特別損失合計 213,002

税金等調整前当期純損失（△） △282,179

法人税、住民税及び事業税 14,765

法人税等合計 14,765

当期純損失（△） △296,945
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 444,336

当期変動額

当期変動額合計 －

当期末残高 444,336

資本剰余金

前期末残高 136,636

当期変動額

当期変動額合計 －

当期末残高 136,636

利益剰余金

前期末残高 199,990

当期変動額

剰余金の配当 △8,087

当期純損失（△） △296,945

当期変動額合計 △305,032

当期末残高 △105,042

株主資本合計

前期末残高 780,962

当期変動額

剰余金の配当 △8,087

当期純損失（△） △296,945

当期変動額合計 △305,032

当期末残高 475,930

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △3

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

3

当期変動額合計 3

当期末残高 －

評価・換算差額等合計

前期末残高 △3

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

3

当期変動額合計 3

当期末残高 －
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

新株予約権

前期末残高 7,853

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,835

当期変動額合計 1,835

当期末残高 9,689

純資産合計

前期末残高 788,812

当期変動額

剰余金の配当 △8,087

当期純利益 △296,945

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,839

当期変動額合計 △303,193

当期末残高 485,619
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △282,179

減価償却費 35,198

株式報酬費用 6,119

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,422

受取利息及び受取配当金 △617

支払利息 248

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 13

固定資産除却損 11,837

売上債権の増減額（△は増加） 182,090

たな卸資産の増減額（△は増加） △414,089

仕入債務の増減額（△は減少） △170,759

前受金の増減額（△は減少） 639,773

未払消費税等の増減額（△は減少） △32,465

未収消費税等の増減額（△は増加） △20,868

新株予約権戻入益 △4,283

その他 △13,898

小計 △65,304

利息及び配当金の受取額 617

利息の支払額 △497

法人税等の支払額 △490

営業活動によるキャッシュ・フロー △65,673

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △14,250

無形固定資産の取得による支出 △740

投資有価証券の売却による収入 2

敷金の差入による支出 △15,861

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △100,000

配当金の支払額 △8,050

財務活動によるキャッシュ・フロー △108,050

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △204,574

現金及び現金同等物の期首残高 536,167

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 331,593
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

　 前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当社は、営業損失の計上及び営業キャッシュ・フローのマイナス状況が平成15年3月期以降

6期連続しております(平成17年３月期は個別財務諸表のみ作成しております）。当該状況に

より、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

当社は、当該状況を改善し、早急に営業損益の黒字化を実現するために、以下の施策を講じ

て実行してまいります。

（１）経営陣の強化

平成20年3月にＴＳＵＺＵＫＩ新生ファンド株式会社によって実行されたTOBにより、主た

る株主構成が異動いたしました。それを受けて、当社の経営力の強化を図るために、経営陣に

ついても強化を図ることといたしました。

（２）資金調達

重要な後発事象に関する注記「（2）新株予約権の発行」に記載のとおり、行使価額総額15

億円の新株予約権を発行しております。

また、重要な後発事象に関する注記「（1）子会社株式の売却」に記載のとおり、子会社株

式を１億２千万円で売却しております。

新株予約権の権利行使により調達される資金は、当面の必要運転資金及び後述する新規事

業立ち上げ資金に充当する計画でございます。平成20年6月25日現在での調達状況について

は、新株予約権の一部行使により５億１千万円の払い込みがなされており、今後も新株予約権

の行使がされた場合、資本が増強される予定です。

（３）新経営計画の推進

当社は、新経営陣のもと、新しく経営計画を作成し推進していくことといたします。

①経営効率化の維持

当社は、経営効率化を図る一環として平成20年2月に本社事務所を移転いたしました。併せ

て、諸経費の見直しを行い、コストのスリム化を実行してまいる所存です。また、一方で、必要

な人材強化も図り、効率のよい経営体質へと改善を図っていく所存です。

②既存営業力の強化

豊富な人脈を有する新経営陣を迎えることにより、金融機関、外食会社、通信会社等との新

規取引・提携を交渉しており、取引先の拡大を目指しております。また、商品ラインアップに

つきましても、海外有力商品の取り込みを図ることで売上の拡大を図ることといたします。

③新規事業の立ち上げ

上述した資金調達により、新たなるシナジーを発揮できるような新規事業の立ち上げを

行ってまいる所存です。具体的な投資については、鋭意検討中ですが、今後市場の拡大が期待

できる通信業界に対する付加価値の高い事業を検討しております。その推進に関しては、可能

な限りリスクを排除するために慎重な事前調査等を行い遂行する所存でございます。

従いまして、連結財務諸表は継続企業を前提に作成されており、上述のような重要な疑義の

影響を連結財務諸表に反映しておりません。
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　１社

連結子会社名

㈱クリエーティブソリューションズ

２　持分法の適用に関する事項 非連結子会社及び関連会社が無いため、該当事項

はありません。

３　連結子会社の事業年度等に関する事

項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致してお

ります。

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

 

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定）を採用し

ております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しており

ます。

②　商品(ソフトウェア等使用許諾権を除く）及

び貯蔵品

移動平均法による原価法を採用しており

ます。

商品(ソフトウェア等使用許諾権）

個別法による原価法を採用しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

①　有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

建物(付属設備)　　15年

器具備品　　３年～５年

(会計方針の変更）

法人税法の改正（所得税法等の一部改正

をする法律平成19年３月30日　法律第６号）

及び（法人税法施行令の一部改正する政令

平成19年３月30日政令第83号)に伴い、当連

結会計年度から、平成19年４月１日以降に取

得したものについては、改正後の法人税法に

基づく方法に変更しております。これによる

損益の与える影響は軽微であります。
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項目
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　 (追加情報）

当連結会計年度から、平成19年３月31以前

に取得したものについては、償却可能限度額

まで償却が修了した翌年から５年間で均等

償却する方法によっております。

当該変更に伴う損益に与える影響は軽微

であります。

　 ②　無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）、販

売目的のソフトウェアについては、販売可能

な見込有効期間（３年）に基づいておりま

す。

(3) 重要な引当金の計上基準 ①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

②　退職給付引当金

当社の従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。

(5) 重要なリース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

(6) その他連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

５　連結子会社の資産及び負債の評価に

関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価については、

全面時価評価法を採用しております。

６　連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資からなっておりま

す。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(連結貸借対照表)

前連結会計年度において流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「前受金」

(前連結会計年度末433千円）については、資産総額の100分の５超となったため、当連結会計

年度より区分掲記しております。

(連結キャッシュ・フロー計算書)

前連結会計年度において営業活動におけるキャッシュ・フローの小計区分前の「その他」

に含めて表示しておりました「前受金の増加」(前連結会計年度796千円の減少）について

は、重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。

　

【追加情報】

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(保守売上の収益認識方法の変更)

従来、保守料の収益については、保守契約の開始時に一括して収益認識しておりましたが、

「ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い」（平成18年3月30日企業会

計基準委員会：実務対応報告第17号）が公表され、収益計上の厳格な適用が求められたこと

及び適正な期間損益計算を行うことから、当連結会計年度より保守売上については契約期間

に対応させ収益認識するという処理に変更いたしました。

この結果、従来の方法に比較して、売上高55,920千円、売上原価22,967千円がそれぞれ少な

く、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失がそれぞれ32,952千円多く計上されてお

ります。

なお、過年度に計上した当連結会計年度以降の保守契約期間に係わる売上高と売上原価の

差額については、特別損失に過年度保守売上修正損として126,896千円計上しております。
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【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

　
前連結会計年度
(平成20年３月31日)

────

 

 

　

(連結損益計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

広告宣伝費 6,306千円

役員報酬 65,246千円

給与手当 170,679千円

退職給付費用 3,339千円

地代家賃 35,099千円

諸手数料 25,799千円

業務委託費 38,522千円

※２　特定商品取扱中止損

　　　当社が販売しておりました一部商品の取り扱いを中止したことに伴うものであります。

※３　固定資産除却損

建物(付属設備） 11,280千円

器具備品 556千円
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(連結株主資本等変動計算書関係)

　

前連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 当連結会計年度増加 当連結会計年度減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 8,087 － － 8,087

　
　
　
２　新株予約権等に関する事項

会社名
新株予約権

の内訳

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計

年度末残高

（千円）

前連結会計

年度末

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

提出会社

（親会社）

ストック・

オプション

としての新

株予約権

－ － － － － 9,689

連結子会社 － － － － － － －

合　　計 － － － － 9,689

　
３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月23日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 8,087 1,000平成19年３月31日 平成19年６月26日

　
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　　　該当事項はありません。
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関

係

　 （平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 331,593千円

現金及び現金同等物 　 331,593千円
 

　

(リース取引関係)

　
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取

引

（借主側）

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額相当額
（千円）

減価償却累計額相当額
（千円）

期末残高相当額
（千円）

器具備品 3,016 2,262 754

合計 3,016 2,262 754
　

（2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 640千円

１年超 163千円

合計 804千円
 
（3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 658千円

減価償却費相当額 603千円

支払利息相当額 40千円

（4）減価償却費相当額の算定方法

　　 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（5）利息相当額の算定方法

　　 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によっております。
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(有価証券関係)

　

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

　　　該当事項はありません。

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

31 ─ 10

　

３　時価評価されていない主な有価証券の内容　　　　　　　　　　　　　（千円）

　種類 連結貸借対照表計上額

その他有価証券 　

非上場株式 0

Money Market Funds －
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(デリバティブ取引関係)

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(1) 取引の内容

　　為替相場の変動によるリスクを軽減するため、為替予約取引等を行うことがあります。

(2) 取引に対する取組方針

　　デリバティブ取引は、将来の為替相場の変動等によるリスク回避を目的としており、投機的

な取引は行わない方針であります。

(3) 取引の利用目的

　　デリバティブ取引は、通常の営業過程における輸入取引により発生する為替相場のリスク

を回避する目的で利用することにしております。

(4) 取引に係るリスクの内容

　　当期においては、デリバティブ取引を全く行っておりません。

(5) 取引に係るリスク管理体制

　　当社の先物為替予約取引は契約内容等について担当役員の承認を受けた後、経理部が実行

及び管理業務を行うことにしております。経理部は月毎の定例取締役会に先物為替予約取

引を含んだ財務報告をすることにしております。

　

２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（平成20年３月31日）

契約額等の残高がないため該当事項はありません。
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(退職給付関係)

１　採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として、社内積立の退職一時金制度を採用しております。

　

２　退職給付債務に関する事項

　
前連結会計年度

（平成20年３月31日）

退職給付債務（千円） △12,181

退職給付引当金（千円） △12,181

　

３　退職給付費用に関する事項

　 前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日）

勤務費用（千円） 4,558

退職給付費用（千円） 4,558

　

４　 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　　簡便法を採用しているため、基礎率等について記載しておりません。
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　当該連結会計年度における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費の株式報酬費用　　　 6,119千円

特別利益の新株予約権戻入益　　　　　 4,283千円

　

２　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1)ストック・オプションの内容

　
平成12年

ストック・オプション

平成13年

ストック・オプション

平成14年

ストック・オプション

付与対象者の

区分及び人数

当社取締役２名及び使用人20

名

当社使用人15名 当社取締役３名及び使用人２

名

ストック・オ

プション数

（注１）

普通株式　616株 普通株式　70株 普通株式　205株

付与日 平成12年８月７日 平成13年10月23日 平成14年８月８日

権利確定条件 付与日（平成12年８月７日）

から権利確定日まで継続して

勤務していること。

その他の条件については、平

成12年８月７日開催の当社臨

時株主総会および新株予約権

発行の取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者その

間で締結する新株引受権付与

契約に定めるところによる。

付与日（平成13年10月23日）

から権利確定日まで継続して

勤務していること。

その他の条件については、平

成13年10月19日開催の当社臨

時株主総会および新株予約権

発行の取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者その

間で締結する新株引受権付与

契約に定めるところによる。

付与日（平成14年８月８日）

から権利確定日まで継続して

勤務していること。

その他の条件については、平

成14年６月27日開催の当社定

時株主総会および新株予約権

発行の取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者その

間で締結する新株予約権割当

契約書に定めるところによ

る。

対象勤務期間

（注２）

自　平成12年８月７日

至　平成14年８月６日

自　平成12年８月７日

至　平成14年12月31日

自　平成12年８月７日

至　平成15年12月31日

自　平成13年10月23日

至　平成15年10月22日

自　平成13年10月23日

至　平成15年12月31日

自　平成13年10月23日

至　平成16年12月31日

自　平成14年８月８日

至　平成16年６月30日

自　平成14年８月８日

至　平成16年12月31日

自　平成14年８月８日

至　平成17年12月31日

権利行使期間 自　平成14年８月７日

至　平成22年８月６日

自　平成15年10月23日

至　平成23年10月18日

自　平成16年７月１日

至　平成24年６月27日
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平成15年

ストック・オプション

平成16年

ストック・オプション

平成18年

ストック・オプション

付与対象者の

区分及び人数

当社取締役１名 当社取締役１名 当社取締役２名

ストック・オ

プション数

（注１）

普通株式　120株 普通株式　40株 普通株式 220株

付与日 平成15年８月23日 平成16年８月６日 平成18年９月８日

権利確定条件 付与日（平成15年８月23日）

から権利確定日まで継続して

勤務していること。

その他の条件については、平

成15年６月25日開催の当社定

時株主総会および新株予約権

発行の取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者その

間で締結する新株予約権割当

契約書に定めるところによ

る。

付与日（平成16年８月６日）

から権利確定日まで継続して

勤務していること。

その他の条件については、平

成16年６月26日開催の当社定

時株主総会および新株予約権

発行の取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者その

間で締結する新株予約権割当

契約書に定めるところによ

る。

付与日（平成18年９月８日）

から権利確定日まで継続して

勤務していること。

その他の条件については、平

成18年６月24日開催の当社定

時株主総会および新株予約権

発行の取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者その

間で締結する新株予約権割当

契約書に定めるところによ

る。

対象勤務期間

（注２）

自　平成15年８月23日

至　平成17年６月30日

自　平成15年８月23日

至　平成17年12月31日

自　平成15年８月23日

至　平成18年12月31日

自　平成16年８月６日

至　平成18年６月30日

自　平成16年８月６日

至　平成18年12月31日

自　平成16年８月６日

至　平成19年12月31日

自　平成18年９月８日

至　平成20年６月30日

自　平成18年９月８日

至　平成20年12月31日

自　平成18年９月８日

至　平成21年12月31日

権利行使期間 自　平成17年７月１日

至　平成25年６月25日

自　平成18年７月１日

至　平成26年６月25日

自　平成20年７月１日

至　平成28年６月25日

（注１）株式数に換算して記載しております。

（注２）当社と付与対象者との間の契約で、対象期間を３期間に分割しております。
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(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式

数に換算して記載しております。

　①ストック・オプションの数

　
平成12年

ストック・オプション

平成13年

ストック・オプション

平成14年

ストック・オプション

権利確定前（株） 　 　 　

　前連結会計年度末 ─ ─ ─

　付与 ─ ─ ─

　失効 ─ ─ ─

　権利確定 ─ ─ ─

　未確定残 ─ ─ ─

権利確定後（株） 　 　 　

　前連結会計年度末 40 10 80

　権利確定 ─ ─ ─

　権利行使 ─ ─ ─

　失効 ─ 5 80

　未行使残 22 5 ─

　

　
平成15年

ストック・オプション

平成16年

ストック・オプション

平成18年

ストック・オプション

権利確定前（株） 　 　 　

　前連結会計年度末 ─ 12 220

　付与 ─ ─ ─

　失効 ─ 12 120

　権利確定 ─ ─ ─

　未確定残 ─ ─ 100

権利確定後（株） 　 　 　

　前連結会計年度末 40 28 ─

　権利確定 ─ ─ ─

　権利行使 ─ ─ ─

　失効 ─ 28 ─

　未行使残 40 ─ ─

　

　②単価情報

　
平成12年

ストック・オプション

平成13年

ストック・オプション

平成14年

ストック・オプション

権利行使価格（円） 326,600 158,000 299,091

行使時平均株価（円） ─ ─ ─

公正な評価単価

（付与日）（円）
─ ─ ─

　

　
平成15年

ストック・オプション

平成16年

ストック・オプション

平成18年

ストック・オプション

権利行使価格（円） 113,334 292,400 244,479

行使時平均株価（円） ─ ─ ─

公正な評価単価

（付与日）（円）
─ ─ 152,992
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　３　ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　当連結会計年度において付与された平成18年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方

法は以下のとおりであります。

(1)使用した評価技法　　ブラックショールズ・モデル

(2)使用した主な基礎数値及びその見積方法

①株価変動性　75.97％

平成14年12月～平成18年９月の株価実績に基づき算定(上場当初は株価が大きく変動しているため、株価

の水準が落ち着くまでの上場後１年間を除いた直近の期間とした)

②予想残存期間　5.81年

　十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の中間点において行使される

ものと推定して見積もっている

③予想配当　１,000円/株

　平成18年３月期の配当実績による

④無リスク利子率　1.31％

　予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回り

　　4　ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。

ストック・オプションは、提出会社のみが行っております。
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(税効果会計関係)

　
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

繰延税金資産（流動） 　

未払事業税 1,697千円

たな卸資産評価損 17,736千円

繰延税金資産（流動）小計 19,433千円

評価性引当額 △19,433千円

繰延税金資産（流動）合計 ─千円

　 　

繰延税金資産（固定） 　

有形固定資産減価償却費 28千円

無形固定資産減価償却費 379千円

投資有価証券評価損 53,096千円

退職給付引当金 4,956千円

特定商品取扱中止損 16,193千円

貸倒引当金 5,848千円

株式報酬費用 3,942千円

繰越欠損金 217,470千円

繰延税金資産（固定）小計 301,916千円

評価性引当額 △301,916千円

繰延税金資産（固定）合計 ─千円
 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な

項目別の内訳

 

法定実効税率 40.7％

（調整） 　

交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.2％

評価性引当額 △45.8％

その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △5.2％
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

当社グループは、ネットワーク・セキュリティ関連商品の販売及び保守、並びにこれらに関する各種サービスを

提供する事業を行っており、全て同一セグメントに属するため、該当事項はありません。

　

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

前連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

(1) 親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の名

称
住所

資本金又は出

資金(千円)

事業の内

容又は職

業

議決権等の

所有(被所

有)割合(%)

関係内容

取引の内

容

取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)
役員の兼

任等

事業上の

関係

法人主

要株主

等

株式会社

フォーバル

東京都

渋谷区
4,150,294

機器関連

及びネッ

トワーク

関連事業

被所有

直接 14.69
兼任1名

当社商品及

びサービス

の販売

商品売上 255,481売掛金 48,450

（注）1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2.取引条件及び取引条件の決定方針等

商品販売につきましては、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

　

(2)　役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名

称
住所

資本金又は

出資金(千

円)

事業の内

容又は職

業

議決権等の

所有(被所

有)割合(%)

関係内容

取引の内

容

取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)
役員の兼

任等

事業上の

関係

役員及

びその

近親者

が議決

権の過

半数を

所有し

ている

会社等

ジェネサス

株式会社

東京都

三鷹市
10,000

経営コン

サルティ

ングサー

ビス

被所有

－
兼任1名

業務提携

役員の兼任
業務委託 2,962 － －

　　なお、当該役員は平成19年10月12日付で辞任しており、記載の内容は、在任期間におけるものであります。

　

　

EDINET提出書類

インスパイアー株式会社(E05237)

有価証券報告書

 57/108



 (１株当たり情報)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 58,851円28銭

１株当たり当期純損失 36,718円86銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失が計上されて
いるため、記載しておりません。

(注)　１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。

　
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純損失 　

当期純損失（千円） 296,945

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る当期純損失（千円） 296,945

普通株式の期中平均株式数（株） 8,087

　 　

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 　

当期純利益調整額（千円） －

普通株式増加数（株） －

（うち新株予約権） －

　希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

平成12年８月７日臨時株主

総会決議ストックオプショ

ン（新株引受権）

　普通株式　　 22株

平成13年10月19日臨時株主

総会決議ストックオプショ

ン（新株引受権）

　普通株式　　　5株

平成15年６月25日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン（新株予約権）

　普通株式　　 40株

平成18年６月24日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン(新株予約権)

　普通株式　　100株
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(重要な後発事象)

　

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

（１）　子会社株式の売却

　当社は、平成20年５月８日開催の臨時株主総会において、子会社である株式会社クリエーティブソリューションズ株式の

全株式を譲渡することを決議し、同日付で締結した株式の譲渡契約に基づき、平成20年５月16日に同社株式を売却しまし

た。その概要は次のとおりであります。

①株式売却の理由

　当社の当面の事業戦略として経営資源（人、モノ、金）を当社の中核ビジネスであるセキュリティビジネスに集中し、早

急に業績回復を図ることが最優先であると判断していることから、当該会社の譲渡によって得た資金をセキュリティビジ

ネスの事業拡大のために投入するためであります。

②当該子会社の事業内容及び当社との取引

　主な事業内容:IPネットワークおよびITセキュリティ分野の管理者・技術者の人材育成およびアウトソーシング業務

　当社との取引内容：当社へのアウトソーシング業務の提供

③株式の売却先の内容

　株式会社フォーバルキャリアファーム

④売却の時期：平成20年５月16日

⑤売却の内容

　譲渡株数　 1,600株（全株数）

　譲渡金額 　120百万円

 （２）　新株予約権の発行

　当社は、平成20年４月25日開催の取締役会において、株式会社フォーバルクリエーティブ第５回乃至第14回新株予約権の

発行を決議いたしました。 その概要は次のとおりであります。

　

発行要項

1.募集の方法　第三者割当により全ての新株予約権をＴＳＵＺＵＫＩ新生ファンド株式会社に割り

　　　　　　　 当てる

2 新株予約権の発行総数 １回次あたり15 個 (総計150個）

3 新株予約権の目的である株式の種類およびその数の算定方法

(1) 株式の種類 当社普通株式

(2) 数　出資金額10,000,000 円を行使価額で除して得られる最大整数とする。なお、行使価額が修

　　　　正または調整された場合は、本新株予約権の目的たる株式の総数は変更される。

4 新株予約権の発行価額 １個あたり106,141 円（発行価額の総額15,921,150 円）

5 新株予約権の割当日及び払込期日 平成20 年５月12 日

6 新株予約権行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額

　１個あたり10,106,141円（第５回乃至第14回新株予約権の総数150個に対し1,515,921,150円）

　ただし、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合および当社が本新株予約権を取得し

　た場合には当該金額は減少する。
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7 行使価額 当初75,800 円　（行使価額下限値　37,900 円）

8 行使価額の修正

(1) 当社は、平成20 年５月13 日以降、平成20 年11 月12日までの間、１回のみ、当社取締役会が資金調達のために必要と

認めた場合には、本新株予約権の要項に従って本新株予約権の行使価額が修正される旨を決定することができる。この決

定を行った場合には、当社は、行使価額修正の決定が行われたことおよび修正開始日を、行使価額修正決議日に、新株予約

権原簿に記載された各新株予約権者に通知するものとする。

(2) 行使価額修正の決定が行われた場合、行使価額は、①行使価額修正決議日の前銀行営業日までの３ヶ月間の株式会社

大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値の90％に相当する金額に、②修正開始日の６ヵ月

後の最終取引日の翌日以後においては、６ヵ月後の最終取引日の翌日以降、決定日までの５連続取引日の株式会社大阪証

券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値の90％に相当する金額に、それぞれ修正される。

9　新株予約権の行使可能期間　　平成20年５月12日から平成22年５月12日

10 発行の目的 新規投融資及び新規事業への投資資金等の需要発生に備え、その機動性を確保するため。

11 譲渡による新株予約権の取得の制限

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。

12　新株予約権の行使

当連結会計年度終了後平成20年６月25日までに、当社が発行する株式会社フォーバルクリエーティブ第５回、６回、10回及

び11回新株予約権が行使されました。その概要は次のとおりであります。

　

①発行した株式の種類及び株式数 普通株式6,722株

②発行価額 1株あたり　76,675円

③発行総額 515,413千円

④発行価額のうち資本へ組み入れる額 257,706千円

　

　その結果、発行済株式総数(普通株式）は、14,809株となり、資本金は702,042千円、資本剰余金は394,342千円となってお

ります。
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(2) 【その他】

該当事項はありません。
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2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 229,801 78,483

受取手形 ※2
 1,822 1,458

売掛金 ※1
 216,617

※1
 236,277

商品 537,384 409,753

貯蔵品 662 1,588

短期貸付金 － 89,115

前払費用 24,892 11,933

未収消費税等 20,868 －

未収入金 46,325 103,787

前渡金 － 30,000

貸倒引当金 － △44,931

その他 － 5,055

流動資産合計 1,078,374 922,521

固定資産

有形固定資産

建物 4,456 15,200

減価償却累計額 △115 △846

建物（純額） 4,341 14,353

工具、器具及び備品 121,144 6,691

減価償却累計額 △79,368 △2,448

工具、器具及び備品（純額） 41,775 4,242

有形固定資産合計 46,116 18,596

無形固定資産

特許権 203 －

ソフトウエア 7,511 1,947

電話加入権 1,987 －

ソフトウエア仮勘定 － 13,046

無形固定資産合計 9,702 14,993

投資その他の資産

投資有価証券 0 50,000

関係会社株式 80,000 5,000

長期前払費用 8,881 703

差入保証金 14,000 25,155

長期貸付金 － 15,000

破産更生債権等 14,373 1,176,904

貸倒引当金 △14,373 △1,176,904

投資その他の資産合計 102,881 95,859

固定資産合計 158,700 129,449
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(単位：千円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

資産合計 1,237,075 1,051,970

負債の部

流動負債

買掛金 72,477 67,240

短期借入金 － ※1
 57,470

未払金 35,455 38,421

未払費用 7,755 2,335

未払法人税等 421 4,324

未払消費税等 － 12,091

前受金 640,207 578,948

預り金 1,815 20,165

流動負債合計 758,131 780,998

固定負債

退職給付引当金 12,181 16,014

固定負債合計 12,181 16,014

負債合計 770,313 797,012

純資産の部

株主資本

資本金 444,336 1,102,562

資本剰余金

資本準備金 136,636 794,862

資本剰余金合計 136,636 794,862

利益剰余金

利益準備金 25,900 25,900

その他利益剰余金

別途積立金 100,000 100,000

繰越利益剰余金 △249,800 △1,768,719

利益剰余金合計 △123,900 △1,642,819

株主資本合計 457,072 254,605

新株予約権 9,689 352

純資産合計 466,761 254,958

負債純資産合計 1,237,075 1,051,970
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②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

売上高 1,754,803 1,503,221

売上原価 1,428,676 ※2
 1,169,663

売上総利益 326,126 333,558

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 6,306 10,212

運賃及び荷造費 3,409 3,721

貸倒引当金繰入額 － 20,225

役員報酬 61,077 81,671

給料及び賞与 157,517 194,109

人材派遣費 24,596 17,153

退職給付費用 3,339 3,832

法定福利費 23,740 28,524

旅費及び交通費 4,358 12,110

通信費 7,905 5,393

支払手数料 21,957 118,518

減価償却費 13,962 6,439

地代家賃 32,517 24,947

賃借料 760 727

情報処理費 16,402 18,278

業務委託費 23,261 117,437

その他 49,858 94,148

販売費及び一般管理費合計 450,970 757,453

営業利益 △124,843 △423,895

営業外収益

受取利息 459 2,475

為替差益 12,499 －

その他 6,634 2,802

営業外収益合計 19,594 5,278

営業外費用

支払利息 248 18,972

為替差損 － 449

貸倒引当金繰入額 － 24,705

株式交付費 － 33,786

その他 2,690 574

営業外費用合計 2,938 78,489

経常利益 △108,188 △497,105
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

特別利益

投資有価証券売却益 － 139,159

新株予約権戻入益 4,283 15,808

子会社株式売却益 40,000

特別利益合計 4,283 194,967

特別損失

過年度保守売上修正損 126,896 －

たな卸資産評価損 43,588 －

減損損失 － ※3
 44,579

特定商品取扱中止損 ※1
 13,942 －

固定資産除却損 11,837 －

貸倒引当金繰入額 － 1,162,531

事務所移転費用 16,738 8,719

特別損失合計 213,002 1,215,831

税引前当期純利益 △316,907 △1,517,969

法人税、住民税及び事業税 381 950

法人税等合計 381 950

当期純利益 △317,289 △1,518,919
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 444,336 444,336

当期変動額

新株の発行 658,226

当期変動額合計 658,226

当期末残高 444,336 1,102,562

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 136,636 136,636

当期変動額

新株の発行 658,226

当期変動額合計 658,226

当期末残高 136,636 794,862

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 25,900 25,900

当期末残高 25,900 25,900

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 250,000 100,000

当期変動額

別途積立金の取崩 △150,000 －

当期変動額合計 △150,000 －

当期末残高 100,000 100,000

繰越利益剰余金

前期末残高 △74,424 △249,800

当期変動額

別途積立金の取崩 150,000 －

剰余金の配当 △8,087 －

当期純利益 △317,289 △1,518,919

当期変動額合計 △175,376 △1,518,919

当期末残高 △249,800 △1,768,719

利益剰余金合計

前期末残高 201,475 △123,900

当期変動額

剰余金の配当 △8,087 －

当期純利益 △317,289 △1,518,919

当期変動額合計 △325,376 △1,518,919

当期末残高 △123,900 △1,642,819
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

株主資本合計

前期末残高 782,448 457,072

当期変動額

新株の発行 － 1,316,452

剰余金の配当 △8,087 －

当期純利益 △317,289 △1,518,919

当期変動額合計 △325,376 △202,466

当期末残高 457,072 254,605

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △3 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

3 －

当期変動額合計 3 －

当期末残高 － －

新株予約権

前期末残高 7,853 9,689

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,835 △9,337

当期変動額合計 1,835 △9,337

当期末残高 9,689 352

純資産合計

前期末残高 790,298 466,761

当期変動額

新株の発行 1,316,452

剰余金の配当 △8,087 －

当期純利益 △317,289 △1,518,919

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,839 △9,337

当期変動額合計 △323,537 △211,803

当期末残高 466,761 254,958
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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△） △1,517,969

減価償却費 14,534

減損損失 44,579

株式報酬費用 6,119

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,207,462

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,832

新株予約権戻入益 △15,808

子会社株式売却損益（△は益） △40,000

株式交付費 33,786

受取利息及び受取配当金 △2,475

支払利息 18,972

為替差損益（△は益） 6,780

有価証券売却損益（△は益） △139,159

売上債権の増減額（△は増加） △19,296

たな卸資産の増減額（△は増加） 126,705

前渡金の増減額（△は増加） △30,000

前受金の増減額（△は減少） △61,258

長期前払費用の増減額（△は増加） 8,178

仕入債務の増減額（△は減少） △5,236

その他 1,795

小計 △358,456

利息及び配当金の受取額 464

利息の支払額 △18,972

法人税等の支払額 △290

営業活動によるキャッシュ・フロー △377,254

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △50,000

関係会社株式の取得による支出 △5,000

有形固定資産の取得による支出 △23,989

無形固定資産の取得による支出 △14,993

関係会社株式の売却による収入 120,000

敷金の差入による支出 △25,155

貸付けによる支出 △1,214,380

貸付金の回収による収入 54,118

差入保証金の差入による支出 45,200

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,114,200
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(単位：千円)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 307,191

短期借入金の返済による支出 △249,721

株式の発行による収入 1,282,666

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,340,136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △151,318

現金及び現金同等物の期首残高 229,801

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 78,483
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【継続企業の前提に関する注記】

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

　当社は営業損失の計上及び営業キャッシュ・フローの

マイナス状況が平成15年3月期以降6期連続しておりま

す。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しております。 

　当社は、当該状況を改善し、早急に営業損益の黒字化を

実現するために、以下の施策を講じて実行してまいりま

す。 

（１）経営陣の強化 

　平成20年3月にＴＳＵＺＵＫＩ新生ファンド株式会社に

よって実行されたTOBにより、主たる株主構成が異動いた

しました。それを受けて、当社の経営力の強化を図るため

に、経営陣についても強化を図ることといたしました。平

成20年6月の定時株主総会にて、具体的な陣容を決定する

所存でございます。 

（２）資金調達 

　重要な後発事象に関する注記「（２）新株予約権の発

行」に記載のとおり、行使価額総額15億円の新株予約権

を発行しております。加えて平成20年５月16日に開示い

たしましたとおり、子会社を１億２千万円で売却してお

ります。当該資金は、当面の必要運転資金及び後述する新

規事業立ち上げ資金に充当する計画でございます。調達

状況については、平成20年５月16日現在で新株予約権の

一部行使により３億６千万円の払い込みがされており、

今後も新株予約権の行使がされた場合、資本が増強され

る予定です。 

（３）新経営計画の推進 

　当社は、新経営陣のもと、新しく経営計画を作成し推進

していくことといたします。 

①経営効率化の維持 

　当社は経営効率化を図る一環として平成20年2月に本社

事務所を移転いたしました。合わせて、諸経費の見直しを

行い、コストのスリム化を実行してまいる所存です。ま

た、一方で、必要な人材強化も図り、効率のよい経営体質

へと改善を図っていく所存です。 

②既存営業力の強化 

　豊富な人脈を有する新経営陣を迎えることで、金融機

関、外食会社、通信会社等との新規取引・提携を交渉して

おり、取引先の拡大を目指しております。また、商品ライ

ンアップにつきましても海外有力商品の取り込みを図る

ことで売上の拡大を図ることといたします。 

③新規事業の立ち上げ 

　上述した資金調達により、新たなるシナジーを発揮でき

るような新規事業の立ち上げを行ってまいる所存です。

具体的な投資については、鋭意検討中ですが、今後市場の

拡大が期待できる通信業界に対する付加価値の高い事業

を検討しております。その推進に関しては、可能な限りリ

スクを排除するために慎重な事前調査等を行い遂行する

所存でございます。 

　従いまして、財務諸表は継続企業を前提に作成されてお

り、上述のような重要な疑義の影響を財務諸表に反映し

ておりません。 

　当社は、営業損失の計上及び営業キャッシュ・フローの

マイナス状況が平成15年3月期以降連続しております。当

該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせ

るような状況が存在しております。 

　当社は、当該状況を改善し、早急に営業損益の黒字化を

実現するために、以下の施策を講じて実行してまいりま

す。 

（１）資金調達 

　当社は、新規事業及び既存事業遂行上、必要と判断した

場合には、資本増強による経営基盤の確立を目的とした

資金調達を必要に応じて検討いたします。 

（２）新経営計画の推進 

　当社は、新しく経営計画を作成し事業を推進しておりま

す。 

①経営効率化の維持 

　当社は、経営効率化を図る一環として、平成22年３月期

事業年度予算の立案において諸経費の見直しを継続的に

行っており、引き続きコストのスリム化を実行してまい

る所存です。また、一方で、必要な人材強化も図り、効率の

よい経営体質へと改善を図っていく所存です。 

②既存営業力の強化 

　既存事業における取引先の関係強化を図り、取引高の拡

大を目指しております。また、当社の既存取扱製品の新し

い販路として、中小企業向けの販売店育成・開拓を図り、

取引先の拡大を目指しております。また、商品ラインアッ

プにつきましても、海外有力商品の取り込みを図るとと

もに、サービス型の高付加価値商品を展開することで売

上の拡大を図ることといたします。 

③新規事業の立ち上げ 

　上述した資金調達により、新たなるシナジーを発揮でき

るような新規事業の立ち上げを行ってまいる所存です。

具体的な投資については鋭意検討中ですが、重要な後発

事象に関する注記「資本・業務提携に関する契約の締

結」に記載のとおり、既に今後市場の拡大が期待できる

通信業界において、付加価値の高い事業の推進を開始し

ております。 また、新たな事業分野への進出も検討して

おりますが、これらの新規事業の推進に関しては、可能な

限りリスクを排除するために慎重な事前調査等を行い遂

行する所存でございます。 

　しかしながら、これらの対応策を講じても、既存事業に

おける新規取引先の獲得、既存取引先の売上拡大が、市場

における競合企業、競合製品との競争の激化等により事

業計画のとおりに進まない可能性もあり、また新規事業

や資金調達につきましても関係者との協議を行いながら

進めている途上であるため、現時点では継続企業の前提

における重要な不確実性が認められます。 

　なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、

継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸

表に反映しておりません。 
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【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式

移動平均法による原価法を採用し

ております。

(2) その他有価証券

　時価のあるもの

　　決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定)を採用しております。

(1) 子会社株式

同左

 

(2)　その他有価証券

時価のあるもの

　　　　　　　同左

　 　時価のないもの

　　移動平均法による原価法を採用して

おります。

時価のないもの

　　　　同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品(ソフトウェア等使用許諾権を除

く）及び貯蔵品

　移動平均法による原価法を採用して

おります。
　　商品(ソフトウェア等使用許諾権）
　個別法による原価法を採用しておりま
す

 商品(ソフトウェア等使用許諾権を

除く）及び貯蔵品

同左
　商品(ソフトウェア等使用許諾権）
　　　　　　　同左

（会計方針の変更）
　当事業年度より、「棚卸資産の評価に
関する会計基準」（企業会計基準第９
号　平成18年７月５日公表分）を適用し
ております。
　これにより営業損失、経常損失及び税
引前当期純損失はそれぞれ21百万円増
加しております。

３　固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

　　定率法を採用しております。

　　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物(付属設備）　　　15年

　　　器具備品　　　３年～ ５年
 
　(会計方針の変更） 
　法人税法の改正（所得税法等の一部改
正をする法律平成19年３月30日　法律第
６号）及び（法人税法施行令の一部改
正する政令平成19年３月30日政令83号)
に伴い、当事業年度から、平成19年４月
１日以降に取得したものについては、改
正後の法人税法に基づく方法に変更し
ております。これによる損益の与える影
響は軽微であります。 
（追加情報） 
　当事業年度から、平成19年３月31以前
に取得したものについては、償却可能限
度額まで償却が修了した翌年から５年
間で均等償却する方法によっておりま
す。 
　当該変更に伴う損益に与える影響は軽
微であります。

(1) 有形固定資産

同左　

 
 
　　　　　　　　──
 
 
 

　 (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間（５年）、販売目的のソフトウェ

アについては、販売可能な見込有効

期間（３年）に基づいております。

(2) 無形固定資産

同左
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項目
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

４　外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、為替差

額は損益として処理しております。

同左

５　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。

(1) 貸倒引当金

同左

　 (2) 退職給付引当金

　　従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務の

見込額に基づき計上しております。

(2) 退職給付引当金

同左

６　リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

─

７　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理

同左

【会計処理方法の変更】

　リース取引に関する会計基準等 

　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じ 

　　た会計処理によっておりましたが、当事業年度より、「リース取引に関する会計基準」（企業 

　　会計基準第13号（平成５年６月17日（企業審査会第一部会）、平成19年３月30日改正）及 

　　び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月 

　　18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常 

　　の売買取引に係る会計処理によっております。 

　　　なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース 

　　取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

　　　これによる損益にあたえる影響はありません。
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【表示方法の変更】

【追加情報】

前事業年度
(自　平成19年４月1日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

（保守売上の収益認識方法の変更） 　　　　　　　　　　────

従来、保守料の収益については、保守契約の開始時に一括

して収益認識しておりましたが、「ソフトウェア取引の

収益の会計処理に関する実務上の取扱い」（平成18年3

月30日企業会計基準委員会：実務対応報告第17号）が公

表され、収益計上の厳格な適用が求められたこと及び適

正な期間損益計算を行うことから、当事業年度より保守

売上については契約期間に対応させ収益認識するという

処理に変更いたしました。 

　この結果、従来の方法に比較して、売上高55,920千円、売

上原価22,967千円がそれぞれ少なく、営業損失、経常損失

及び税引前当期純損失がそれぞれ32,952千円多く計上さ

れております。 

　なお、過年度に計上した当事業年度以降の保守契約期間

に係わる売上高と売上原価の差額については、特別損失

に過年度保守売上修正損として126,896千円計上してお

ります。 
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【注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

※１　関係会社に対する債権

売掛金

 

59,415千円

※２　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。

　　　なお、当事業年度末日が金融機関の休日であるため、

次の期末日満期手形が、期末残高に含まれておりま

す。

受取手形 336千円

 

※1　担保資産　　　　　　　　　

　このうち、短期借入金57,470千円の担保として供して
いるものは、次のとおりであります。

　売掛金　　　　 180,682千円

　　　　　　　　　────
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(損益計算書関係)

　
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

※１　特定商品取扱中止損

　　　 当社が販売しておりました一部商品の取り扱いを中

止したことに伴うものであります。

 

　　　　　　　　　──

 

 

※２　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性　　の

低下による簿価切下額

　　　　売上原価　　　　　　　　21,301千円

※３　当事業年度において、当社は以下の減損損失を計上

しました。

（1）減損損失を認識するに至った経緯

　営業活動から生じる損益が継続してマイナスと

なっており、将来の投資回収が困難と見込まれる

ため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失として特別損失に計上しておりま

す。

（2）減損損失の金額及び内訳

建物　　　　　　　　　　　　　　　3,978千円

工具、器具及び備品　　　　　　　 33,323千円

特許権                              173千円

ソフトウェア　　　　　　　　　　　5,116千円

電話加入権　　　　　　　　　　　　1,987千円

 　　　　　　　　　　　　　　　　 44,579千円

（3）資産のグルーピング方法

　当社は営業収益のほとんどがITセキュリティ事

業に帰属する小規模会社であり、すべての資産が

一体となってキャッシュ・フローを生成している

ことから、全体を1つの資産グループとするグルー

ピングを行っております。

（4）回収可能価額の算定方法

　減損損失の測定における回収可能価額は使用価

値によっておりますが、当該資産の見積期間内に

おける将来キャッシュ・フローがプラスになるこ

とが不確実な状況にあり、不確実なキャッシュ・

フローを零とみなして減損損失を計上しておりま

す。

　

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　自己株式の種類及び総数に関する事項

　　該当事項はありません。
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当事業年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末

普通株式(株) 8,087 52,401 ─ 60,488

　(注)１.　普通株式の発行済株式総数の増加52,401株は、新株予約権の権利行使によるものであります。
　
　
２　新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当事業年度

末残高

（千円）

前事業

年度末

当事業年度

増加

当事業年度

減少

当事業

年度末

ストック・オプションとし

ての新株予約権
－ ─ ─ ─ ─ ─

第5回乃第14回新株予約権　
（平成20年5月12日発行）普通株式 ─ 19,788 19,788 ─ ─

第20回乃第24回新株予約権
（平成20年12月2日発行）

普通株式 ─ 43,306 39,481 3,825 352

合計 ─ 63,094 59,269 3,825 352

　（注）1.　目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数
　　　　　　を記載しております。
　　　 ２.　目的となる株式の数の変動事由の概要
　          第5回乃14回新株予約権の増加は発行によるものであります。
　          第5回乃14回新株予約権の減少は、権利行使(12,920株）及び消却（6,868株）によるものであります。
　          第20回乃第24回新株予約権の増加は発行によるものであります。 
　          第20回乃第24回新株予約権の減少は権利行使によるものであります。 

３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

　　　該当事項はありません。

　
　(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　　　該当事項はありません。
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 78,483千円

　 　

現金及び現金同等物 78,483千円
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(リース取引関係)

　
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

　(借主側)

　(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

　 取得価額

相当額

(千円)

減価償却累

計額相当額

(千円)

期末残高

相当額

(千円)

器具備品 3,016 2,262 754

合計 3,016 2,262 754

１　リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンスリース取引

　(借主側)

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

　 取得価額

相当額

(千円)

減価償却累

計額相当額

(千円)

期末残高

相当額

(千円)

器具備品 3,016 2,865 151

合計 3,016 2,865 151

　(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 640千円

１年超 163千円

合計 804千円

　(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 163千円

１年超 ─千円

合計 163千円

 

　(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 658千円

減価償却費相当額 603千円

支払利息相当額 40千円

　(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 640千円

減価償却費相当額 603千円

支払利息相当額 18千円

 

　(4) 減価償却費相当額の算定方法

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

　(4) 減価償却費相当額の算定方法　　

　　　　　　　　同左

　(5) 利息相当額の算定方法

　　リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

　(5) 利息相当額の算定方法　

　　　　　　　　同左

　
　

　

(有価証券関係)

　前事業年度（平成20年３月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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当事業年度（平成21年３月31日）

　１.　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

　２.　時価評価されていない有価証券

内容 貸借対照表計上額（千円）

（1）その他有価証券 　

 Traffic㈱ 50,000

　Secure Networking Company AG 0

  CK-HOREX CO., LTD. 0

合計 50,000

 (2)　子会社株式及び関係会社株式 　

  関係会社株式 5,000

合計 5,000
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(デリバティブ取引関係)

　前事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）及び当事業年度（自　平成20年４月

　１日　至　平成21年３月31日）

　　当社はデリバティブ取引を利用していないため該当事項はありません。　
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(退職給付関係)

　1　採用している退職給付制度の概要

　　確定給付型の制度として、社内積立の退職一時金制度を採用しております。

　

　２ 退職給付債務に関する事項

　 前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21年３月31日）

退職給付債務（千円） △12,181 △16,014

退職給付引当金（千円） △12,181 △16,014

　当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

　

　３　退職給付費用に関する事項

　 前事業年度
（自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日）

勤務費用（千円） 3,339 3,832

退職給付費用（千円） 3,339 3,832

　当社は退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。

　

　4　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　　簡便法を採用しているため、基礎率等について記載しておりません。
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(ストック・オプション等関係)

　前事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　1.当該事業年度における費用計上額及び科目名

　　販売費及び一般管理費の株式報酬費用　　　6,119千円

　　新株予約権戻入額　　　　　　　　　　　　4,283千円

　2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

　　（1）ストック・オプションの内容

　
平成12年

ストック・オプション

平成13年

ストック・オプション

平成14年

ストック・オプション

付与対象者の

区分及び人数

当社取締役２名及び使用人20

名

当社使用人15名 当社取締役３名及び使用人２

名

ストック・オ

プション数

（注１）

普通株式　616株 普通株式　70株 普通株式　205株

付与日 平成12年８月７日 平成13年10月23日 平成14年８月８日

権利確定条件 付与日（平成12年８月７日）

から権利確定日まで継続して

勤務していること。

その他の条件については、平

成12年８月７日開催の当社臨

時株主総会および新株予約権

発行の取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者その

間で締結する新株引受権付与

契約に定めるところによる。

付与日（平成13年10月23日）

から権利確定日まで継続して

勤務していること。

その他の条件については、平

成13年10月19日開催の当社臨

時株主総会および新株予約権

発行の取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者その

間で締結する新株引受権付与

契約に定めるところによる。

付与日（平成14年８月８日）

から権利確定日まで継続して

勤務していること。

その他の条件については、平

成14年６月27日開催の当社定

時株主総会および新株予約権

発行の取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者その

間で締結する新株予約権割当

契約書に定めるところによ

る。

対象勤務期間

（注２）

自　平成12年８月７日

至　平成14年８月６日

自　平成12年８月７日

至　平成14年12月31日

自　平成12年８月７日

至　平成15年12月31日

自　平成13年10月23日

至　平成15年10月22日

自　平成13年10月23日

至　平成15年12月31日

自　平成13年10月23日

至　平成16年12月31日

自　平成14年８月８日

至　平成16年６月30日

自　平成14年８月８日

至　平成16年12月31日

自　平成14年８月８日

至　平成17年12月31日

権利行使期間 自　平成14年８月７日

至　平成22年８月６日

自　平成15年10月23日

至　平成23年10月18日

自　平成16年７月１日

至　平成24年６月27日
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平成15年

ストック・オプション

平成16年

ストック・オプション

平成18年

ストック・オプション

付与対象者の

区分及び人数

当社取締役１名 当社取締役１名 当社取締役２名

ストック・オ

プション数

（注１）

普通株式　120株 普通株式　40株 普通株式 220株

付与日 平成15年８月23日 平成16年８月６日 平成18年９月８日

権利確定条件 付与日（平成15年８月23日）

から権利確定日まで継続して

勤務していること。

その他の条件については、平

成15年６月25日開催の当社定

時株主総会および新株予約権

発行の取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者その

間で締結する新株予約権割当

契約書に定めるところによ

る。

付与日（平成16年８月６日）

から権利確定日まで継続して

勤務していること。

その他の条件については、平

成16年６月26日開催の当社定

時株主総会および新株予約権

発行の取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者その

間で締結する新株予約権割当

契約書に定めるところによ

る。

付与日（平成18年９月８日）

から権利確定日まで継続して

勤務していること。

その他の条件については、平

成18年６月24日開催の当社定

時株主総会および新株予約権

発行の取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者その

間で締結する新株予約権割当

契約書に定めるところによ

る。

対象勤務期間

（注２）

自　平成15年８月23日

至　平成17年６月30日

自　平成15年８月23日

至　平成17年12月31日

自　平成15年８月23日

至　平成18年12月31日

自　平成16年８月６日

至　平成18年６月30日

自　平成16年８月６日

至　平成18年12月31日

自　平成16年８月６日

至　平成19年12月31日

自　平成18年９月８日

至　平成20年６月30日

自　平成18年９月８日

至　平成20年12月31日

自　平成18年９月８日

至　平成21年12月31日

権利行使期間 自　平成17年７月１日

至　平成25年６月25日

自　平成18年７月１日

至　平成26年６月25日

自　平成20年７月１日

至　平成28年６月25日

　　（注１）株式数に換算して記載しております。

　　（注２）当社と付与対象者との間の契約で、対象期間を３期間に分割しております。

　

　　（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について　　　

は、株式数に換算して記載しております。

　　　①ストック・オプションの数

　
平成12年

ストック・オプション

平成13年

ストック・オプション

平成14年

ストック・オプション

権利確定前（株） 　 　 　

　前事業年度末 ─ ─ ─

　付与 ─ ─ ─

　失効 ─ ─ ─

　権利確定 ─ ─ ─

　未確定残 ─ ─ ─

権利確定後（株） 　 　 　

　前事業年度末 40 10 80

　権利確定 ─ ─ ─

　権利行使 ─ ─ ─

　失効 ─ 5 80

　未行使残 22 5 ─
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平成15年

ストック・オプション

平成16年

ストック・オプション

平成18年

ストック・オプション

権利確定前（株） 　 　 　

　前事業年度末 ─ 12 220

　付与 ─ ─ ─

　失効 ─ 12 120

　権利確定 ─ ─ ─

　未確定残 ─ ─ 100

権利確定後（株） 　 　 　

　前事業年度末 40 28 ─

　権利確定 ─ ─ ─

　権利行使 ─ ─ ─

　失効 ─ 28 ─

　未行使残 40 ─ ─

　

　　　②単価情報

　
平成12年

ストック・オプション

平成13年

ストック・オプション

平成14年

ストック・オプション

権利行使価格（円） 326,600 158,000 299,091

行使時平均株価（円） ─ ─ ─

公正な評価単価

（付与日）（円）
─ ─ ─

　

　
平成15年

ストック・オプション

平成16年

ストック・オプション

平成18年

ストック・オプション

権利行使価格（円） 113,334 292,400 244,479

行使時平均株価（円） ─ ─ ─

公正な評価単価

（付与日）（円）
─ ─ ─
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　　　当事業年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

　1.当該事業年度における費用計上額及び科目名

　　販売費及び一般管理費の株式報酬費用　　　6,119千円

　　新株予約権戻入益　　　　　　　　　　　 15,808千円

　2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

　

　
平成12年

ストック・オプション

平成13年

ストック・オプション

平成14年

ストック・オプション

付与対象者の

区分及び人数

当社取締役２名及び使用人20

名

当社使用人15名 当社取締役３名及び使用人２

名

ストック・オ

プション数

（注１）

普通株式　616株 普通株式　70株 普通株式　205株

付与日 平成12年８月７日 平成13年10月23日 平成14年８月８日

権利確定条件 付与日（平成12年８月７日）

から権利確定日まで継続して

勤務していること。

その他の条件については、平

成12年８月７日開催の当社臨

時株主総会および新株予約権

発行の取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者その

間で締結する新株引受権付与

契約に定めるところによる。

付与日（平成13年10月23日）

から権利確定日まで継続して

勤務していること。

その他の条件については、平

成13年10月19日開催の当社臨

時株主総会および新株予約権

発行の取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者その

間で締結する新株引受権付与

契約に定めるところによる。

付与日（平成14年８月８日）

から権利確定日まで継続して

勤務していること。

その他の条件については、平

成14年６月27日開催の当社定

時株主総会および新株予約権

発行の取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者その

間で締結する新株予約権割当

契約書に定めるところによ

る。

対象勤務期間

（注２）

自　平成12年８月７日

至　平成14年８月６日

自　平成12年８月７日

至　平成14年12月31日

自　平成12年８月７日

至　平成15年12月31日

自　平成13年10月23日

至　平成15年10月22日

自　平成13年10月23日

至　平成15年12月31日

自　平成13年10月23日

至　平成16年12月31日

自　平成14年８月８日

至　平成16年６月30日

自　平成14年８月８日

至　平成16年12月31日

自　平成14年８月８日

至　平成17年12月31日

権利行使期間 自　平成14年８月７日

至　平成22年８月６日

自　平成15年10月23日

至　平成23年10月18日

自　平成16年７月１日

至　平成24年６月27日
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平成15年

ストック・オプション

平成16年

ストック・オプション

平成18年

ストック・オプション

付与対象者の

区分及び人数

当社取締役１名 当社取締役１名 当社取締役２名

ストック・オ

プション数

（注１）

普通株式　120株 普通株式　40株 普通株式 220株

付与日 平成15年８月23日 平成16年８月６日 平成18年９月８日

権利確定条件 付与日（平成15年８月23日）

から権利確定日まで継続して

勤務していること。

その他の条件については、平

成15年６月25日開催の当社定

時株主総会および新株予約権

発行の取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者その

間で締結する新株予約権割当

契約書に定めるところによ

る。

付与日（平成16年８月６日）

から権利確定日まで継続して

勤務していること。

その他の条件については、平

成16年６月26日開催の当社定

時株主総会および新株予約権

発行の取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者その

間で締結する新株予約権割当

契約書に定めるところによ

る。

付与日（平成18年９月８日）

から権利確定日まで継続して

勤務していること。

その他の条件については、平

成18年６月24日開催の当社定

時株主総会および新株予約権

発行の取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者その

間で締結する新株予約権割当

契約書に定めるところによ

る。

対象勤務期間

（注２）

自　平成15年８月23日

至　平成17年６月30日

自　平成15年８月23日

至　平成17年12月31日

自　平成15年８月23日

至　平成18年12月31日

自　平成16年８月６日

至　平成18年６月30日

自　平成16年８月６日

至　平成18年12月31日

自　平成16年８月６日

至　平成19年12月31日

自　平成18年９月８日

至　平成20年６月30日

自　平成18年９月８日

至　平成20年12月31日

自　平成18年９月８日

至　平成21年12月31日

権利行使期間 自　平成17年７月１日

至　平成25年６月25日

自　平成18年７月１日

至　平成26年６月25日

自　平成20年７月１日

至　平成28年６月25日

　（注１）株式数に換算して記載しております。

　（注２）当社と付与対象者との間の契約で、対象期間を３期間に分割しております。
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　　（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について　　　

は、株式数に換算して記載しております。

　　　①ストック・オプションの数

　
平成12年

ストック・オプション

平成13年

ストック・オプション

平成14年

ストック・オプション

権利確定前（株） 　 　 　

　前事業年度末 ─ ─ ─

　付与 ─ ─ ─

　失効 ─ ─ ─

　権利確定 ─ ─ ─

　未確定残 ─ ─ ─

権利確定後（株） 　 　 　

　前事業年度末 22 5 80

　権利確定 ─ ─ ─

　権利行使 ─ ─ ─

　失効 ─ 5 80

　未行使残 22 ─ ─

　

　
平成15年

ストック・オプション

平成16年

ストック・オプション

平成18年

ストック・オプション

権利確定前（株） 　 　 　

　前事業計年度末 ─ ─ 100

　付与 ─ ─ ─

　失効 ─ ─ ─

　権利確定 ─ ─ 100

　未確定残 ─ ─ ─

権利確定後（株） 　 　 　

　前事業年度 40 ─ 100

　権利確定 ─ ─ ─

　権利行使 ─ ─ ─

　失効 ─ ─ 100

　未行使残 40 ─ ─

　

　　②単価情報

　
平成12年

ストック・オプション

平成13年

ストック・オプション

平成14年

ストック・オプション

権利行使価格（円） 326,600 158,000 299,091

行使時平均株価（円） ─ ─ ─

公正な評価単価

（付与日）（円）
─ ─ ─

　

　
平成15年

ストック・オプション

平成16年

ストック・オプション

平成18年

ストック・オプション

権利行使価格（円） 113,334 292,400 244,479

行使時平均株価（円） ─ ─ ─

公正な評価単価

（付与日）（円）
─ ─ ─
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（税効果会計関係）

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

１.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

　

 繰延税金資産（流動） 　

未払事業税 496千円

たな卸資産評価損 17,736千円

繰延税金資産（流動）小計 18,232千円

評価性引当額 △18,232千円

繰延税金資産（流動）合計 ─千円

　 　

繰延税金資産（固定） 　

有形固定資産減価償却費 28千円

無形固定資産減価償却費 379千円

投資有価証券評価損 53,096千円

退職給付引当金 4,956千円

特定商品取扱中止損 16,193千円

貸倒引当金 5,848千円

株式報酬費用 3,942千円

繰越欠損金 217,470千円

繰延税金資産（固定）小計 301,915千円

評価性引当額 △301,915千円

繰延税金資産（固定）合計 ─千円

　

　

 繰延税金資産（流動） 　

未払事業税 1,373千円

たな卸資産評価損 17,736千円

貸倒引当金（流動） 18,282千円

繰延税金資産（流動）小計 37,391千円

評価性引当額 △37,391千円

繰延税金資産（流動）合計 ─千円

　 　

繰延税金資産（固定） 　

有形固定資産減価償却費 9千円

無形固定資産減価償却費 298千円

投資有価証券評価損 27,807千円

退職給付引当金 6,516千円

特定商品取扱中止損 24,861千円

貸倒引当金 5,848千円

破産更生債権等 473,034千円

減損損失 12,337千円

繰越欠損金 342,242千円

繰延税金資産（固定）小計 892,955千円

評価性引当額 △892,955千円

繰延税金資産（固定）合計 ─千円

　

２.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

２.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

　

法定実効税率 40.7％

（調整） 　

交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.2％
　

評価性引当額 △40.5％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.1％

　

法定実効税率 40.7％

（調整） 　

交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.3％
　

評価性引当額 △40.2％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.1％
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【関連当事者情報】

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 56,519円40銭１株当たり純資産額 4,209円20銭

１株当たり当期純損失 39,234円48銭

　　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失が計上されているため、記載
しておりません。

 

１株当たり当期純損失 73,395円46銭

 
同左

　（注）１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。

　
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

１株当たり当期純損失 　 　

当期純損失（千円） 317,289 1,518,919

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 317,289 1,518,919

普通株式の期中平均株式数（株） 8,087 20,695

　 　 　

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 　 　

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － －

（うち新株予約権） － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

平成12年８月７日臨時株主

総会決議ストックオプショ

ン（新株引受権）

普通株式　 22株

平成13年10月19日臨時株主

総会決議ストックオプショ

ン（新株引受権）

普通株式　 5株

平成14年６月27日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン（新株予約権）

普通株式　 ─株

平成15年６月25日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン（新株予約権）

普通株式　 40株

平成16年６月26日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン（新株予約権）

普通株式　─株

平成18年６月24日定時株

主総会決議ストックオプ

ション(新株予約権)

普通株式　　100株

平成12年８月７日臨時株主

総会決議ストックオプショ

ン（新株引受権）

普通株式　22株

平成13年10月19日臨時株主

総会決議ストックオプショ

ン（新株引受権）

普通株式　　─株

平成14年６月27日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン（新株予約権）

普通株式　 ─株

平成15年６月25日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン（新株予約権）

普通株式　 40株

平成16年６月26日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン（新株予約権）

普通株式　 ─株

平成18年６月24日定時株

主総会決議ストックオプ

ション(新株予約権)

普通株式　　─株

EDINET提出書類

インスパイアー株式会社(E05237)

有価証券報告書

 90/108



(重要な後発事象)

　前事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

（１）　子会社株式の売却 

　当社は、平成20年５月８日開催の臨時株主総会において、子会社株式会社クリエーティブソリューションズ

株式の全株式を譲渡することをを決議し、同日付で締結した株式の譲渡契約に基づき、平成20年５月16日に同

社株式を売却しました。その概要は次のとおりであります。 

①株式売却の理由 

当社の当面の事業戦略として経営資源（人、モノ、金）を当社の中核ビジネスであるセキュリティビジネスに

集中し、早急に業績回復を図ることが最優先であると判断していることから、当該会社の譲渡によって得た資

金をセキュリティビジネスの事業拡大のために投入するためであります。 

②当該子会社の事業内容及び当社との取引 

　主な事業内容:IPネットワークおよびITセキュリティ分野の管理者・技術者の人材育成およびアウトソーシ

ング業務 

　当社との取引内容：当社へのアウトソーシング業務の提供 

③株式の売却先の内容 

　株式会社フォーバルキャリアファーム 

④売却の時期：平成20年５月16日 

⑤売却の内容 

　譲渡株数　 1,600株（全株数） 

　譲渡金額 　120百万円 

　売却益　　　40百万円

（２）　新株予約権の発行 　 

　当社は、平成20年４月25日開催の取締役会において、株式会社フォーバルクリエーティブ第５回乃至第14回

新株予約権の発行を決議いたしました。 その概要は次のとおりであります。 

発行要項 

1.募集の方法　第三者割当により全ての新株予約権をＴＳＵＺＵＫＩ新生ファンド株式会社に割り 

　　　　　　　 当てる 

2 新株予約権の発行総数 １回次あたり15 個 (総計150個） 

3 新株予約権の目的である株式の種類およびその数の算定方法 

(1) 株式の種類 当社普通株式 

(2) 数　出資金額10,000,000 円を行使価額で除して得られる最大整数とする。なお、行使価額が修 

　　　　正または調整された場合は、本新株予約権の目的たる株式の総数は変更される。 

4 新株予約権の発行価額 １個あたり106,141 円（発行価額の総額15,921,150 円） 

5 新株予約権の割当日及び払込期日 平成20 年５月12 日 

6 新株予約権行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額　 

　１個あたり10,106,141円（第５回乃至第14回新株予約権の総数150個に対し1,515,921,150円） 

　ただし、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合および当社が本新株予約権を取得し 

　た場合には当該金額は減少する。 

7 行使価額 当初75,800 円　（行使価額下限値　37,900 円） 

8 行使価額の修正 

(1) 当社は、平成20年５月13日以降、平成20年11月12日までの間、１回のみ、当社取締役会が資金調達のために
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必要と認めた場合には、本新株予約権の要項に従って本新株予約権の行使価額が修正される旨を決定するこ

とができる。この決定を行った場合には、当社は、行使価額修正の決定が行われたことおよび修正開始日を、行

使価額修正決議日に、新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に通知するものとする。 

(2) 行使価額修正の決定が行われた場合、行使価額は、①行使価額修正決議日の前銀行営業日までの３ヶ月間

の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値の90％に相当する金額

に、②修正開始日の６ヵ月後の最終取引日の翌日以後においては、６ヵ月後の最終取引日の翌日以降、決定日

までの５連続取引日の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値の

90％に相当する金額に、それぞれ修正される。 

9　新株予約権の行使可能期間　　平成20年５月12日から平成22年５月12日 

10 発行の目的 新規投融資及び新規事業への投資資金等の需要発生に備え、その機動性を確保するため。 

11 譲渡による新株予約権の取得の制限 

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。 

12　新株予約権の行使 

当事業年度終了後平成20年６月25日までに、当社が発行する株式会社フォーバルクリエーティブ第５回、6回、

10回及び11回新株予約権が行使されました。その概要は次のとおりであります。 

　①発行した株式の種類及び株式数　　　　　　　　　　　　　普通株式6,722株 

　②発行価額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1株あたり　76,675円 

　③発行総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　515,413千円 

　④発行価額のうち資本へ組み入れる額　　　　　　　　　　　257,706千円 

　 

　その結果、発行済株式総数(普通株式）は、14,809株となり、資本金は702,042千円、資本剰余金は394,342千円

となっております。 

 

　

　当事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

1. 新株予約権の行使 

　当事業年度終了後平成21年5月23日までに、当社が発行するインスパイアー株式会社第20回乃至第24回新株

予約権が行使されました。その概要は次のとおりであります。 

①発行した株式の種類及び株式数　　　　　　　　　　　　普通株式3,825株 

②発行価額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1株あたり　7,319円 

③発行総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,352千円 

④発行価額にうち資本へ組み入れる額　　　　　　　　　　14,176千円 

　その結果発行済株式総数（普通株式）は、64,313株となり、資本金は1,116,738千円、資本剰余金は809,038千

円となっております。 

2.　重要な契約の締結 

　当社は、平成21年４月16日の取締役会において、米国企業であるWaxess USA, Inc.との業務提携に関する契

約を決議し、同日契約を締結いたしました。その内容は、同社が開発・販売する次世代型通信機器(固定・移動

一体型のデュアルモードコードレス端末)に対して、全世界における製品ディストリビューションに関する業
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務支援等を行うことにより、当社売り上げへの寄与を目的としたものです。 

(1)契約の相手方の名称：Waxess USA Inc. 

本店所在地：4533 MacArthur Bvld, suite 276 Newport Beach, CA 92660, USA 

代表者：Hideyuki Kanakubo 

(2)契約締結日：平成21年４月16日 

(3)契約の内容 

・当社の提供範囲 

(a) 全世界における製品ディストリビューションに関する業務支援 

(b)日本及びアジアにおけるセールス及びマーケティング業務支援 

(c)次世代製品の主にセキュリティ機能に関する開発業務支援 

・Waxess社の提供範囲 

(a)業務支援手数料 

(b)日本及びアジアにおける優先的ディストリビューション権 

(c)各種業務支援に必要な販売、製品開発等に関する計画情報等 

(d)追加資金調達に関する優先交渉権 

　　 　 

3.　投資に係る重要な事象 

　当社は、平成２１年４月16日の取締役会において米国企業であるWaxess　USA　Inc.との資本提携に関する契

約を決議し、同日契約を締結いたしました。 

　　（1）内容：当社の貸付金50,000千円がWaxess　USA　Inc社の株式に転換され投資有価証券となります。 

　　（2）株式転換株数　　　173,836株 

　　（3）取得価額　　　50,000千円　　521,507米ドル 

　　（4）持分比率　　3.92％ 
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⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】
　

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額

(千円)

投資有価証券
その他有
価証券

Traffic㈱ 3,000 50,000

Secure Networking Company AG5,844 0

CK-HOREX CO., LTD. 900 0

計 9,744 50,000

　
　
　

【有形固定資産等明細表】
　

資産の種類
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　建物 4,45615,2004,45615,200 846 1,20814,353

　 　 　 (3,978) 　 　 　 　

  工具、器具及び備品 121,1446,691121,1446,691 2,44810,9014,242

　 　 　 (33,323) 　 　 　 　

有形固定資産計
125,60021,891125,60021,8913,29512,11018,596

　 　 (37,301) 　 　 　 　

無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　特許権 476 ─ 476 ─ ─ 29 ─

　 　 　 (173) 　 　 　 　

　ソフトウェア 23,3461,98023,3461,980 33 2,427 1,947

　 　 　 (5,116) 　 　 　 　

　電話加入権 1,987 ─ 1,987 ─ ─ ─ ─

　 　 　 (1,987) 　 　 　 　

　ソフトウェア仮勘定 ─ 13,046 ─ 13,046 ─ ─ 13,046

無形固定資産計 25,81015,026
25,810

15,026 33 2,45714,993
(7,277)

長期前払費用 31,883 ─ 21,36810,5155,824 8,178
4,691

（3,987）

　 (注)１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
 

　　　　有形固定資産　（建物）　　　　　　　　　事務所造作費用　　　　　　　　　　　15,200千円

　　　　　　　　　　　（工具、器具及び備品）　　　新サービス開発運用にかかるサーバ等　 6,691千円

　　　　無形固定資産　（ソフトウェア仮勘定）　　基幹系販売管理システム　　　　　　　13,046千円

(注)２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　　「当期減少額」欄の（）内の金額は内数で、減損損失の計上額であります。

　(注)３　長期前払費用の差引当期末残高欄（）内の金額は内数で、1年内に費用となるべき部分であり、

　　　　　貸借対照表上は流動資産「前払費用」に含めて計上しております。
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【社債明細表】

該当事項はありません。

　

　

【借入金等明細表】

　

区分
前期末残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 － 57,470 15.0 ―

合計 － 57,470 ― ―

　

　

　

　

　

【引当金明細表】

区分
前期末残高

(千円)

当期増加額

（千円）

当期減少額 当期減少額
当期末残高

(千円)
（目的使用）

(千円)

（その他）

（千円）

貸倒引当金 14,373 1,207,462 ─ ─ 1,221,835
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

イ　現金及び預金

　

内訳 金額(千円)

現金 15,321

預金 　

普通預金 63,114

別段預金 47

計 63,161

合計 78,483

　

ロ　受取手形

(イ)相手先別内訳

　

相手先 金額(千円)

ダイワボウ情報システム㈱ 1,458

合計 1,458

　

(ロ)期日別内訳

　

期日別 金額(千円)

平成21年４月 1,458

合計 1,458
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ハ　売掛金

(イ)相手先別内訳
　

相手先 金額(千円)

㈱日立情報システムズ 54,036

三井情報㈱ 44,627

㈱データコントロール 34,394

㈱フォーバル 34,308

日揮情報システム㈱ 14,563

その他 54,347

合計 236,277

　

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
　

前期繰越高(千円)
　
(Ａ)

当期発生高(千円)
　
(Ｂ)

当期回収高(千円)
　
(Ｃ)

次期繰越高(千円)
　
(Ｄ)

回収率(％)
 
(Ｃ)

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365

216,617 1,577,6391,557,979 236,277 86.8 52.4

(注)　消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

　

ニ　商品
　

品目 金額(千円)

FortiGate 10,560

前払保守料 399,067

その他 126

合計 409,753

　

ホ　貯蔵品
　

区分 金額(千円)

カタログ 1,588

合計 1,588
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　　　へ　短期貸付金

銘柄 金額(千円)

Waxess　USA Inc. 49,115

㈱エクスカード 40,000

合計 89,115

　

ト　未収入金

品目 金額(千円)

Fortinet,　Inc. 100,056

Waxess　USA Inc. 2,011

Check　Point　Software Technologies　Ltd. 1,720

合計 103,787

　

チ　関係会社株式

銘柄 金額(千円)

つくばマネイジメント㈱ 5,000

合計 5,000
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②　負債の部

イ　買掛金

　

相手先 金額(千円)

Check Point Software Technologies Ltd. 48,229

㈱オレンジソフト 3,641

Stone Soft 3,346

その他 12,023

合計 67,240

　

　　ロ　前受金

区分 金額(千円)

前受保守料 578,948

合計 578,948

　

(3) 【その他】

当事業年度における各四半期会計期間に係る売上高等

　 　

第1四半期
(自　平成20年4月1日
至　平成20年6月30日)

 

第２四半期
（自　平成20年7月1日
　至 平成20年9月30日)

 

第3四半期 
（自平成20年10月1日 　 
至 平成20年12月31日) 

 

第4四半期 
（自　平成21年1月1日 
　至 平成21年3月31日) 

 

売上高 （千円) 383,834 392,311 389,725 337,351

税引前
四半期純損失金額

(千円) 79,023 925,836 418,184 94,923

四半期純損失金額 (千円) 79,261 926,074 418,422 95,160

1株当たり
四半期純損失金額

(千円) 7,022.36 49,219.97 83,470.61 2,991.53
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

単元未満株式の買取り 　

　　取扱場所 　─

　　株主名簿管理人 　─

　　取次所 　─

　　買取手数料 　─

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりで
す。
http://www.inspire-inc.co.jp/e-notice/top.html

株主に対する特典 該当事項はありません
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等の会社名　ＴＳＵＺＵＫＩ新生ファンド株式会社

親会社等状況報告書の提出日　平成20年６月26日

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

　

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度(第17期)(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)平成20年６月26日関東財務局長に提出

(2) 四半期報告書

(第18期第1四半期)(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)平成20年8月14日関東財務局長に提出 

(第18期第２四半期)(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)平成20年11月14日関東財務局長に提出 

(第18期第３四半期)(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)平成21年３月３日関東財務局長に提出 

 

(3）確認書

　

(4）臨時報告書 

当社及び連結会社の財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象が発生しましたので、金融商品取引法

第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号および第19号の規定に基

づき提出するものであります。 

(5）臨時報告書 

当社及び連結会社の財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象が発生しましたので、金融商品取引法

第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号および第19号の規定に基

づき提出するものであります。 

(6）臨時報告書 

当社は、平成20年４月25日開催の取締役会で発行を決議し、平成20年５月12日に発行した第５回乃至第14回新

株予約権証券について、平成20年５月 15日以降その行使請求を受けております。これに伴い、当社の主要株主

に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開 示に関する内閣府令第

19条第２項第４号の規定に基づき提出するものであります。 

(7）臨時報告書 

平成20年５月26日開催の取締役会において、代表取締役の異動を決議いたしましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づき提出するものであ

ります。 

(8）臨時報告書 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項及び第２項の公認会計士等の異動に関し、平成20年６月25日開催

の監査役会において、一時会計監査人の選任を決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び
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企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであります。 

(9）臨時報告書 

当社は、平成20年４月25日開催の取締役会で発行を決議し、平成20年５月12日に発行した第５回乃至第14回新

株予約権証券について、平成20年７月 14日の行使請求に伴い、当社の主要株主に異動がありましたので、金融

商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第 ２項第４号の規定に基

づき提出するものであります。 

(10）臨時報告書 

当社は、平成20年４月25日開催の取締役会で発行を決議し、平成20年５月12日に発行した第５回乃至第14回新

株予約権証券について、平成20年８月 28日に新株予約権の行使が行われております。これに伴い、当社の主要

株主に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等 の開示に関する内閣府

令第19条第２項第４号の規定に基づき提出するものであります。 

(11）臨時報告書 

平成20年10月10日に株主名簿管理人より受領した主要株主異動報告により、当社の主要株主の異動を確認い

たしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２

項第４号の規定に基づき提出するものであります。 

(12）臨時報告書 

平成20 年10 月22日に株主名簿管理人より受領した株主一覧表により、当社の非上場親会社であるTSUZUKI新

生ファンド株式会社が、平成20年９月30日時点での 持株比率により親会社に該当しないことを確認いたしま

したので、金融商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２ 項第３

号の規定に基づきお知らせいたします。 

(13）臨時報告書 

当社の財政状態および経営成績に著しい影響を与える事象が発生しましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づき提出するものであり

ます。 

(14）臨時報告書 

平成20年12月26日開催の取締役会において、代表取締役の異動を決議いたしましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づき提出するものであ

ります。 

(15）臨時報告書 

当社は、平成20年12月2日開催の取締役会で発行を決議し、平成20年12月19日に発行した第20回乃至第24回新

株予約権証券について、平成21年 １月16日の行使請求に伴い、当社の主要株主に異動がありましたので、金融

商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19 条第２項第３号及び４号の

規定に基づき提出するものであります。 

(16）臨時報告書 
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当社は、平成21年２月10日に株主名簿管理人より受領した株主一覧表により、当社の主要株主であるＴＳＵＺ

ＵＫＩ新生ファンド株式会社が、平成21年１ 月４日時点での持株比率により主要株主に該当しないことを確

認いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣 府令第19条

第２項第４号の規定に基づき提出するものであります。 

(17）臨時報告書 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項及び第２項の公認会計士等の異動を決定いたしましたので、金融

商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づ

き提出するものであります。 

(18）臨時報告書 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項及び第２項の公認会計士等の異動を決定いたしましたので、金融

商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づ

き提出するものであります。 

(19）臨時報告書の訂正報告書 

当社は、平成21年２月19日付で当社公認会計士等の異動及び一時会計監査人の選任に関して、金融商品取引法

第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関 する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき臨時報

告書を提出いたしました。しかしながら、一時会計監査人の選任において後任として就任予定で あった公認

会計士等と、契約条件の詳細を確定させる過程で最終合意に至らず監査契約の締結までには至らなかったた

め、当該臨時報告書を取り下げるものであ ります。 

(20）臨時報告書 

当社は、平成21年2月24日付で、当該主要株主から関東財務局長宛に提出された、当社株式にかかる大量保有報

告書並びに変更報告書（NO1から NO10）がEDNET（金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に

関する電子開示システム）に掲載されたことにより、当社の主要株主に異動が生じたことを確認いたしまし

たので、金融商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号

及び４号の規定に 基づき提出するものであります。 

(21）臨時報告書の訂正報告書 

平成21年２月27日に提出いたしました臨時報告書の記載事項の一部に訂正を要する箇所がありましたので、

これを訂正するため臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

(22）臨時報告書 

当社の財政状態および経営成績に著しい影響を与える事象が発生しましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づき提出するものであり

ます。 

(23）臨時報告書 

当社は、平成20年12月２日開催の取締役会で発行を決議し、平成20年12月19日に発行した第20回乃至第24回新

株予約権証券について、平成21年 ３月５日の行使請求に伴い、当社の親会社及び主要株主に異動がありまし

たので、金融商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府 令第19条第２項第３号
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及び４号の規定に基づき提出するものであります。 

(24）臨時報告書 

当社は、平成21年３月17日付で、当該主要株主から関東財務局長宛に提出された、当社株式にかかる変更報告

書（No8）がEDINET（金融商品取引法 に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム）に

掲載されたことにより、当社の主要株主に異動が生じたことを確認いたしましたので、金融 商品取引法第24

条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び４号の規定に基づき提出

するものであります。 

(25）有価証券届出書 及びその他の添付書類

（第三者割当による第５回乃至第14回新株予約権発行）平成20年４月25日関東財務局長に提出 

(26）有価証券届出書 及びその他の添付書類

（第三者割当による第20回乃至第24回新株予約権発行）平成20年12月２日関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
　

　

平成20年6月25日

株式会社フォーバルクリエーティブ

取　締　役　会　　御　中

　

監査法人トーマツ 　

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　藤　　代　　政　　夫　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　髙　　橋　　正　　伸　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社フォーバルクリエーティブの平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの連結会計年度の連結

財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連

結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社フォーバルクリエーティブ及び連結子会社の平成２０年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結

会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

1．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は6期連続して営業損失を計上しかつ営業キャッシュフ

ローがマイナスの状況にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は

当該注記に記載されている。連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響

を連結財務諸表には反映していない。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成２０年４月２５日開催の取締役会において新株予約権の発

行を決議し、平成２０年５月１２日に発行した。また、この新株予約権の一部権利行使により増資が行われ、５億１

千万円の資金調達が行われている。

３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成２０年５月８日開催の臨時株主総会において子会社である

株式会社クリエーティブソリューションズの全株式の譲渡を決議し、平成２０年５月１６日に売却した。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 
(注) １　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

　　 ２　前連結会計年度の連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
　

　

平成20年6月25日

株式会社フォーバルクリエーティブ

取　締　役　会　　御　中

　

監査法人トーマツ 　

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　藤　　代　　政　　夫　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　髙　　橋　　正　　伸　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社フォーバルクリエーティブの平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第１７期事業年度の

財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

フォーバルクリエーティブの平成２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は6期連続して営業損失を計上しかつ営業キャッシュ

・フローがマイナスの状況にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計

画等は当該注記に記載されている。財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影

響を財務諸表には反映していない。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成２０年４月２５日開催の取締役会において新株予約権の発

行を決議し、平成２０年５月１２日に発行した。また、この新株予約権の一部権利行使により増資が行われ、５億１

千万円の資金調達が行われている。

３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成２０年５月８日開催の臨時株主総会において子会社である

株式会社クリエーティブソリューションズの全株式の譲渡を決議し、平成２０年５月１６日に売却した。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 
(注) １　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

　　 ２　前事業年度の財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　

平成21年6月24日

インスパイアー株式会社

取　締　役　会　　御　中

　

監査法人　ウィングパートナーズ 　

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　赤　　坂　　満　　秋　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　吉    野   直　　樹　　㊞

　
＜財務諸表監査＞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているインスパイ

アー株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第18期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の
責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表
に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計
方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。
当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、インスパイアー株式会社の
平成21年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
追記情報 

１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、営業損失の計上及び営業キャッシュ・フローのマイナスの状況が、平成１５
年３月期以降連続している。当該状況により継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業
の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記
に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸表に反映されていな
い。
２．重要な後発事象に関する注記に次の記載がある。 
（１）平成21年5月23日までに、会社が発行する第20回乃至第24回新株予約権が行使されている。 
（２）平成21年4月16日の取締役会において、会社は、Ｗａｘｅｓｓ　ＵＳＡ，Ｉｎｃ社との業務提携に関する契約を決議し、同日契約を
締結している。 
（３）平成21年4月16日の取締役会において、会社は、Ｗａｘｅｓｓ　ＵＳＡ，Ｉｎｃ社との資本提携に関する契約を決議し、同日契約を
締結している。 
 

＜内部統制監査＞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、インスパイアー株式会社の平成21年３月31日

現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者
にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により
財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財
務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを
求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者
が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表
明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
当監査法人は、インスパイアー株式会社が平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は重要な欠陥があるため有効でないと表示
した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告
に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。　
追記情報 
内部統制報告書に記載されている法令遵守に対するモニタリング及び統制活動による内部統制が不十分であったこと、および貸倒引当
金に関して、引当額の検討及び認識が不十分であったことにより、重要な欠陥として指摘した事実については、会社による検討が行われ、
その結果の修正は財務諸表に反映されており、これによる財務諸表監査への影響はない。 
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以　上
　
 
(注) １　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

　　 ２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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